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る学習環境の実現に向け、行政、民間、学校等
が連携した生涯学習の支援体制づくりを進める
とともに、専門的な指導者の養成・確保に努め
ます。
○市内各地域は、それぞれ、歴史・文化や自然環
境、社会条件などに特色をもっており、今後、
地域の特色を生かした生涯学習推進の拠点とな
る施設の充実を図るとともに、多種多様な学習
情報を提供するためのネットワーク化を推進し
ます。
○人生の各段階に応じた多様な学習機会を提供す
るとともに、学習成果の適切な評価と活用の場
の確保に努め、学習の蓄積が重視される社会づ
くりを進めます。

（生涯学習を支援する体制づくり）
○生涯学習を推進するため、教育的機能をもつ事
業を総合的に調整する推進体制を整備します。
○近隣市町との共同事業の実施や支援に努めると
ともに、市民の意向を反映させる総合的な協議
機関の設置を検討します。
○生涯学習を推進するため、社会教育主事、司書、
学芸員等の人材の確保に努めるとともに、ボラ
ンティアによる生涯学習指導者の募集等を行
い、多角的な生涯学習を推進できるよう指導者
同士の交流も含め、専門的能力を持った指導者
を幅広く養成します。
○ボランティアという個人の意志による活動だけ
でなく、民間非営利の立場で活動するＮＰＯの
法人格の取得を支援し、ＮＰＯによる生涯学習
の推進も図ります。
○市民の生涯学習を支援するため、行政、民間、
学校等がそれぞれの分野における専門性を発揮
しながら協力できる体制づくりを進めます。

（生涯学習施設の整備充実）
○市民が自由かつ気軽に利用できるように、公民
館等の生涯学習拠点施設の充実を図ります。ま
た、各地区の公会堂等を生涯学習活動に利用す
ることを一層推奨していきます。
○市街地再開発ビル内に新図書館並びに地域交流
センターを設置することとしており、これから
の時代ニーズにあった各種情報サービスの提供
も含めた市民のオアシス・学習の場としての整
備を進めます。

（学習者への適切な学習機会の提供）
○地域における学校教育、生涯学習および文化・

芸術・スポーツ関連団体と連携し、市民の自ら
学ぶ意欲を喚起するため、インターネット等に
よる各種学習情報の提供やマスコミ等広報媒体
による情報提供の充実を図ります。
○学校週5日制の導入などによる自由時間を生か
して、青少年の自主性を尊重しながら、自然体
験、ボランティア活動などの豊かな体験や活動
ができる機会や場の充実に努めるとともに、こ
うした体験や活動へ青少年が積極的に参加する
よう奨励していきます。
○生涯学習を通して女性の自立や社会への参画を
促進するため、様々な学習活動の場を提供し、
男女共同参画社会の形成に向けた取り組みを推
進します。

（学習の成果を活かす機会の充実）
○市民の学習活動を積極的に評価するため、その
学習成果を顕彰する制度創設などを検討しま
す。
○ボランティア活動は、学習の成果を活かすだけ
でなく、活動そのものが自己開発、自己実現に
つながることから、生涯学習の成果をボランテ
ィア活動に活かすことができる環境や条件の整
備を積極的に推進・支援するとともに、ボラン
ティアに関する情報提供や相談・研修を充実し
ます。また、ボランティア活動時の事故に対し
て保険等の対策を講じ、環境整備に努めます。

2. 生涯学習の充実
〈基本方向〉
○市民各々の生涯の各時期において、多様化、高
度化する学習ニーズに対応した継続的・体系的
な学習機会を充実するとともに、情報化や国際
化への対応など今後ますます市民生活とのかか
わりが大きくなる事項についても取り組みを深
めます。

（学習機会の拡充）
○勤労市民等に対して各種講座やセミナーをはじ
め、環境問題等の現代的課題への多様な学習機
会の拡充を図るとともに、学習需要が潜在して
いる人々に対して、学習しようとする意欲や関
心を高める啓発活動を推進します。
○公民館活動については、市民組織による運営体
制の強化に努めるとともに、時代の変化に対応
した事業を展開します。また、館外教室など地
域活動の充実を図ります。

〈施策体系〉

生涯学習を支援する体制づくり

生涯学習施設の整備充実

生涯学習の基盤整備

学習者への適切な学習機会の提供

学習の成果を活かす機会の充実
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〈施策体系〉

学習機会の拡充

世代間交流の推進

生涯学習の充実

情報化、国際化への対応
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社会の成熟化の進展により、21世紀型の新しいラ
イフスタイルの創造が求められています。誰もが自
分の個性や能力を生かし、生涯のいつでもどこでも
自由に学習の機会を選択し、学ぶことができ、その
成果が適切に生かされる生涯学習社会の構築が重要
となっています。生涯学習は、市民の自主的な学習
活動が基本となるものであり、個人としての生きが
いや楽しみ、心の豊かさの追求などを通して、市民
生活の充実と向上を実現する大きな力となります。
このため、住民の学習ニーズに応じて、多様な学

習機会の提供や充実に努めるなど、相互の関連性を
考慮しながら、市民が地域の中で豊かに暮らせる生
涯学習のシステムと、自己実現を目指す市民の自主
的な学習活動を支援するため、行政におけるすべて
の施策において、生涯学習の視点に立って、加西市
らしい特色のある学習環境や推進体制の整備を図り、
あらゆる学習機会を総合的に整備充実していきます。

◆現況と課題

1. 生涯学習の基盤整備
○豊かさとゆとりを日々の生活の中で実感でき、
加西に生きる喜びを感じ、夢を持って広範な文
化、学習、スポーツ活動によって個性や能力を
伸ばし、充実感や生きがい、人間関係を育てよ
うとする傾向が強まっています。
○情報化、国際化、高齢化の進展、科学技術の革
新や生産システムの進展、社会経済状況の急激
な変化など、めまぐるしく社会が変化する中で、
新しい知識や技術の習得への市民の欲求が高ま
っています。
○これらのことから、人生80年時代では学校・
家庭・地域を生涯学習の場として総合的に捉
え、生きがいや自己実現、生活の向上、生涯に
わたって学び、市民一人ひとりが余暇時間の充
実やライフスタイルに応じて、ニーズに即した
学習機会を選択できる学習環境づくりを進める
必要があります。
○さらに、都市化、核家族化、少子化などに伴い、
個人生活への志向が強まり、市民の公共心や連
帯意識の希薄化が指摘されている今日、家庭や
地域の教育力の活性化が求められています。
○今後、生涯学習社会の構築に向け、行政各分野
はもとより、学校、関係機関・団体、企業等と
の連携強化を図りながら、体系的、総合的に推
進体制の整備を図っていく必要があります。
○多角的な生涯学習を推進できるよう、専門的能
力を持った指導者を幅広く養成する必要があり
ます。
○市民の学習ニーズの多様化・高度化に応える学
習機会の充実と自主的・自発的な学習活動に結
びつける学習情報の提供を充実する必要があり
ます。

2. 生涯学習の充実
○加西市で生きることの喜びや誇りを感じ、もっ
と夢を語り合い、市民一人ひとりが創意を生か
して、まちづくりの主人公になれる、市民本位
の加西らしい風格のあるふるさとづくりに生涯
学習の果たす役割が期待されています。

○勤労市民を対象にした事業展開を心掛けるとと
もに、リカレント教育（学校教育を終了し、社
会に出た後、必要があれば再び学校に戻り学習
する教育）を支援していく必要があります。

○高齢者教育については、高齢者の能力活用と生
きがいづくりの観点から、カリキュラムにもで
きるだけ高齢者の意見を反映させるとともに、
運営についても自主運営を基調とした自由かつ
柔軟な体制づくりが望まれています。

○情報化社会からの便益を市民誰もが享受でき、
今後ますます進行する国際化社会へ円滑に移行
できる体制を整えるため、生涯学習を積極的に
活用していく必要があります。

3. 人権教育の推進
○加西市では、基本的人権の保障をうたった憲法
や教育基本法をはじめ、諸法令に則り、人権尊
重の精神を高め、共に生きる社会を目指す教育
を推進してきました。

○女性・子ども・高齢者・障害者・同和問題・外
国人の増加など、社会の急激な変化に伴って人
権に関する新たな課題が生じています。時代の
変化に対応し人権尊重の精神に満ちた住みよい
社会の実現を目指し、啓発方法の工夫や学習機
会の充実を図る必要があります。

◆施策

1. 生涯学習の基盤整備
〈基本方向〉
○市民一人ひとりの多様な学習ニーズに応えられ
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（世代間交流の推進）
○生涯学習の場を通して、異世代との交流活動を
図ることにより、文化の伝承や世代間ギャップ
の解消に努めます。
○高齢者のサークル活動を促進するとともに、新
しい知識や技術を身につける老人大学の充実な
ど自主性・柔軟性のある高齢者教育を推進しま
す。
○高齢者が生きがいをもって社会参加できるよう
に高齢者の知恵や専門的な知識・技術を生かし
た人材活用事業とも連携を図り、高齢社会を元
気で楽しく過ごせる環境づくりを進めます。

（情報化、国際化への対応）
○公民館等においてインターネットに接続できる
環境整備を図るとともに、市民がパソコンを使
用し、情報活用能力を高めることの重要性を啓
蒙します。
○加西市内に在住する外国人と市民がふれあう機
会を定期的に設け、異文化、異言語に開かれた
国際理解の学習を推進します。

3. 人権教育の推進
〈基本方向〉
○自他の尊厳を認め、正しい知識に基づいた合理
的精神や社会連帯意識を身につけ、差別や偏見
を取り除こうとする人間を育成するため、「と
もに生きる社会づくり」をめざしながら、同和
問題など様々な人権問題の解決に向けての諸施
策を積極的に推進します。
○「人権教育のための国連10年」や国の人権擁
護推進審議会答申、県の人権啓発・教育に関す
る基本方針等の趣旨を踏まえ、人権文化を構築
するために、あらゆる場を通して人権教育の充
実を図ります。

（社会教育における人権教育の推進）
○地域の自治会や各種団体等のネットワークを深
め、市民の正しい理解と認識を図ります。この
ため、各組織の協力を求め、市民の学習ニーズ
に応えながら人権が身近な学習課題になるよう
創意工夫した啓発活動を展開します。

（企業その他一般社会における人権教育の推進）
○地域企業の相互連携を図り、共生の観点に立っ
た積極的な啓発活動を展開し、市民の正しい理
解と認識を深めます。

科学技術の進歩、産業構造の変化、情報化、国際
化、高齢化が進み、一方において高学歴化、少子化
が進む中で、公教育が果たすべき役割と使命はます
ます大きくなっています。特に、義務教育である
小・中学校では、個人の尊厳を重んじ、人格の形成
をめざし、国民として必要な基礎的・基本的な資質
を備え、心身ともに健康な人間を育成することが求
められています。
このため、学校・家庭・地域の教育力を高めると

ともに、互いに連携を図りながら、豊かな人間性を
育む学校教育へと充実させていきます。

◆現況と課題

1. 学校教育の充実
○少子化、核家族化、都市化の進展、地域社会の
連帯感の希薄化といった社会現象の中で、子ど
もたちの生活体験や自然体験の不足が指摘され
ています。家庭や地域社会の教育力の低下や学
校教育に対する過度の依存、受験競争の過熱化
などが問題となっており、こうした状況の中で、
不登校やいじめの解決が緊急の課題となってい
ます。
○今後一層、情報化、国際化、科学技術の発展と
いった社会の急激な変化に対応できる力を育成
するとともに、生涯にわたって、たくましく、
個性豊かに、主体的、創造的に生きていくこと
ができる資質や能力を育成することが求められ
ています。
○生涯学習体系への移行が進む中で、学校教育に
は、子どもたちが、自分の個性や可能性を発揮
して、様々な対象に進んでかかわり、自分の課
題を見つけ、主体的に考えたり、判断したり、
表現したり、解決できるなどのいわゆる「生き
る力」を養う学習活動への転換を図り、生涯を

たくましく生き抜いていく基礎を培うことが求
められています。
○学校相互の交流や地域との連携を図りながら、
積極的に魅力と特色ある開かれた学校づくりに

努めることが求められています。
○初等・中等教育に対する市民の要望に応じるた
め、個性・能力等を充分に伸ばす指導を展開す
るとともに、地域独自の特色あるテーマを取り
あげ、特色ある学校とするよう地域全体で盛り
たてる必要があります。
○学校、家庭、地域社会が、それぞれの教育力を
発揮し、連携を密にすることによって、子ども
の生活全体にゆとりとうるおいが実感できる教
育を推進することが重要な課題となっています。

2. 高等教育の充実
○活力ある加西新時代を築くため、高等教育機関
には、急速な技術革新、経済構造の高度化・複
雑化、国際化および情報化の進展などに対応し、
各方面で活躍しうる創造性にあふれた人材を養
成することが求められています。
○また、多様化、高度化する市民の生涯学習ニー
ズへの対応とともに、学術研究の振興による加
西市の文化レベルの向上や産業の高度化などへ
の貢献が求められています。
○より高度な教養と専門的な知識、技能を習得し
たいという市民の高次教育への要望や教育文化
の向上を図るとともに、より多くの優秀な人材
を加西市に定着させるため、市内に大学、短期
大学、専門学校等の誘致を図る必要があります。
○市経済の活力を増進し、技術革新等により新規
分野の開拓に努めるためには、大学、専門学校
等と産業界との連携が極めて重要ですが、加西
市では、共同研究、委託研究等産学官交流の実
績が少なく、職業人の再教育（リフレッシュ教
育）、学術情報の提供の機会も十分ではありま
せん。このため、大学、専門学校等の高等教育
機関と地域との連携を強めていく必要がありま
す。

◆施策

1. 学校教育の充実
〈基本方向〉
○社会の変化に主体的に対応し、活力ある社会を
創造していく力を培うため、自己教育力の育成
と個性と能力を伸ばす教育を推進します。
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〈施策体系〉

社会教育における人権教育の推進

企業その他一般社会における人権教
育の推進

人権教育の推進
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○国際化の進展に伴い、我が国の伝統と文化を尊
重する態度や国際社会の中で主体的に生きる人
間を育成するため、国際理解教育を推進します。
○児童生徒が環境に対する正しい理解を深めると
ともに環境保全に参加する態度を養うなど、環
境問題解決のための環境教育を推進します。
○生徒の柔軟な発想を大切にし、体験的な学習を
通して科学的なものの見方や考え方など自ら考
える力や創造性を育成します。
○不登校やいじめの問題などに対応するため、ス
クールカウンセラーの配置、カウンセラーの派
遣、主任児童委員との連携など、教育相談活動
の充実とその制度化を図るとともに、生徒指導
に関する研修を深め、学校・家庭・地域社会と
のより一層の連携を推進します。

（教職員の人材確保と資質向上）
○優れた能力と意欲を持った教職員の確保に努め
るとともに、全市的な視点から教職員の適正な
配置に取り組みます。
○教員の資質向上を図るため、総合教育センター
等において時代や社会の変化に的確に対応した
研修の充実に努めるとともに、教員の自発的な
研修、学校における研修、企業における研修等
を推進します。
○できる限り多くの教員に対して、短期・長期の
社会体験研修の機会を設け、資質や技能の向上
を図ります。
○学校事務の情報化を図り、事務処理の能率化、
効率化を図ります。

（学校施設の整備）
○幼児教育の充実に向け、今後の幼稚園・保育所
の方向性を総合的に検討するとともに、保護者
の希望等に対応した幼稚園整備を進めます。
○児童生徒の読書活動を充実することによって、
自ら学ぶ意欲や情報活用の能力を育むととも
に、豊かな感性や人間性を育成するため、小・
中学校図書館の充実を図り、読書指導を推進し
ます。
○既存小・中学校の校舎を計画的にリフレッシュ
し、安全で快適な教育環境の充実を図るととも
に、生涯学習の場として提供でき、児童生徒だ
けでなく、地域住民も利用できる施設整備を促
進します。

（週５日制に対応した教育の推進）
○教育水準の維持に努めるため、基礎的、基本的
事項の厳選や、指導内容・指導方法の全体にわ
たる工夫改善を進めるとともに、各学校の実状
を考慮しつつ、児童生徒の学習負担に配慮しな
がら総合的に行います。
○家庭や地域社会での行事やボランティア活動等
の体験活動への主体的な参加を促し、学校外活
動の充実を図ります。

（開かれた学校づくりの推進）
○地域の人材協力のもと、自然や文化財などを活
用して、学校を地域に開放し、開かれた学校づ
くりを推進します。
○家庭や地域と連携・協力して子どもたちの健や
かな成長を図るため、学校評議員制度を導入す
るなど、より地域に信頼された開かれた開かれ
た学校づくりに努めます。

（健康づくりと防災教育の推進）
○児童生徒一人ひとりに応じた心身の健康問題等
に対応するため、指導者の資質向上を図るとと
もに、指導・相談体制を充実します。
○阪神・淡路大震災の教訓を生かし、児童・生徒
の安全の確保と地域住民の一時的な避難場所と
しての役割に応じられるよう学校施設の防災機
能を強化するとともに、学校・家庭・地域が連
携協力した地域ぐるみの防災教育を推進しま
す。

（健康づくりに資する食教育の推進）
○生きるために不可欠な食料の供給を図る農林水
産業や、生涯を通じて健康につながる食生活に
関する「食」教育の展開を図ります。

（人権教育の推進）
○学校教育全体のなかで、豊かな感性を育み、思
いやりの気持ちや友情を尊ぶ心を育てるととも
に、正しい価値観、正義を重んじるなどの道徳
的実践力や判断力を身につけ、差別や偏見をな
くす心や態度を培います。

2. 高等教育の充実
〈基本方向〉
○次世代の加西を担う、高度な専門的知識・能力
を備えた人材を養成し、加西市の文化、国際交
流、産業などの各分野における先導的役割を果
たすため、大学等との連携・立地を促進します。

（高等教育機関との連携・立地促進）
○市民が高度な専門的知識や、先端の知見にふれ
られるよう、大学等による定期的な講座開設等、
高等教育機関との連携のあり方を検討します。
○創造性あふれた人材の育成、若者の定着化、文
化の向上を図るため、大学、短大および専門学
校等の誘致を推進します。

○文化・体育活動や自然体験、奉仕体験などの多
様な体験的活動を通して、豊かな心と感性を育
むとともに、公共性に富み、他者を思いやり、
たくましく生きる人間の育成に努めます。

（幼児教育の充実）
○様々な体験活動を積み重ね、豊かな心と感性の
育成を図ります。
○小学校以降の生活や学習の基礎づくりとして、
幼稚園期にふさわしい生活を通して創造的な思
考や主体的な生活態度の習得に努めます。
○幼児の主体的活動を十分に確保するとともに、
一人ひとりの行動の理解と発達に基づいた育児
環境を計画的に構築し、個に応じた望ましい育
成を促します。
○家庭や地域社会との連携を十分に図りながら、
幼児にとって豊かな生活体験が得られるよう工
夫します。
○障害児に対する理解を深め、一人ひとりの実態
に即した教育内容や指導の改善充実を図るた
め、障害児学級の設置・拡充、さらには教育施
設の整備を検討します。
○幼児期とりわけ0才～3才児の子育てを支援す
るための子育て学習センターや、地域ニーズの
高い幼稚園での預り保育等を充実します。

（小・中学校教育の充実）
○子どもの可能性を生かし、自ら学ぶ意欲や思考
力、判断力、表現力などの育成を重視する新し
い学力観に立った教育を推進します。
○児童生徒一人ひとりの個性を生かし、能力・適
性等に応じた教育を充実させるため、体験的な
学習、問題解決的な学習、チームティーチング
等、指導方法の工夫や選択履修幅の拡大を行う
など総合的な学習の時間の充実と教育課程の弾
力化を図ります。
○児童生徒が自らの生き方を考え、将来の展望に

立って進路を選択できるよう、自然学校やトラ
イやるウィーク、さらには地域と連携した授業
を通じて社会的に自己を実現していく能力を伸
ばせるよう指導・援助します。

○児童生徒が人間としてのあり方・生き方や生命
の尊さを自覚し、心豊かでよりよく生きていく
ことができるよう道徳教育を一層充実します。

○児童生徒に他人を思いやる心や公共心を養うた
め、ボランティア教育を推進するとともに、児
童生徒が主体性を持ってたくましく生きていく
ために、豊かな心を育む教育を推進します。

○ふるさとの豊かな自然や文化を尊重し、郷土愛
と誇りをもって生きる人間を育成するため、ふ
るさと教育を推進します。

○学校教育の中で、生き物とのふれあいを通して、
命の大切さを実感させる環境教育・環境学習を
推進します。

○養護が必要な児童の障害の種類や程度等に応じ
た養護学校の充実を図ります。

（障害（児）者教育の充実）
○生徒の進路希望や障害の状態に対応した職業自
立を目指す教育を行うため、一人ひとりのライ
フスタイルを見通した進路指導を進めるととも
に、現場実習等の体験を重視した教育内容の一
層の充実を図ります。

○障害児に対する正しい理解と認識を深めるた
め、啓発資料の配布や講習会を開催するととも
に、養護学校や障害児学級と小・中・高等学校
との継続的な交流活動を進めるなど、地域に密
着した交流教育を推進します。

○障害のある人々に多様な学習の機会を提供する
とともに、市民に対して障害者問題についての
学習の機会を積極的に設け、正しい理解と認識
を深めます。

（高等学校教育の充実）
○自らの意志と責任で進路を決定する能力・態度
を育成するため、ホームルーム活動、地域との
連携、大学や企業での体験学習等の推進を要望
します。

○積極的な社会参加を促し、身近な社会に対する
関心や社会の構成員としての自覚を深めさせる
ため、課外活動等の奨励を要望します。

○既存校舎の計画的なリフレッシュや空調設備の
整備など教育環境の向上を図るとともに、教育
内容の多様化に対応し、生徒の学習・生活活動
の場としてふさわしいゆとりとうるおいのある
学習環境の整備・充実を要望します。

（時代の進展に対応した教育の充実）
○市内全部の小学校および中学校に教育用コンピ
ュータの充実を図るとともに、校内LANやイン
ターネット、イントラネットの整備を行い、情
報活用能力の育成や学習意欲を育てる情報教育
を推進します。

〈施策体系〉

幼児教育の充実

小・中学校教育の充実

学校教育の充実

障害（児）者教育の充実

高等学校教育の充実

時代の進展に対応した教育の充実

教職員の人材確保と資質向上

学校施設の整備

週5日制に対応した教育の推進

開かれた学校づくりの推進

健康づくりと防災教育の推進

健康づくりに資する食教育の推進

人権教育の推進

〈施策体系〉

高等教育機関との連携・立地促進

高等教育の充実
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促進するなど、地域全体で子どもの教育環境を
向上させていくとともに、子育てを支援するボ
ランティアや家庭教育に関する指導者を養成し
ます。

（情報提供と相談の充実）
○家庭は、子どもが基本的な生活習慣や人間関係
を身につけ、自立していくための人間形成にと
って、最も基本的な生活の場としての役割を担
っているため、家庭の役割を十分果たせるよう
な情報提供、相談体制づくりを行います。
○親の子育てに関する不安や悩みを解決するた
め、関係機関で学習資料の作成・提供等を行う
とともに、子ども情報センターなどの関係機関
が連携した体制づくりを推進し、相互のネット
ワーク化を進め、相談活動の充実を図ります。

（家族ふれあい事業の推進）
○家族、特に父親が子育てに対する責任を自覚し、
愛情を持って、心身健やかに育てることが大切
なことから、家族のふれあい事業を推進します。
○親と子、家族が共に楽しく学ぶことができる
様々な体験や活動機会の充実に努めます。

2. 地域の教育力の強化
〈基本方向〉
○PTAや子ども会、自治会など地域で展開されて
いる様々な活動の活性化やネットワーク化を進
め、地域社会の中で子どもを育てる教育コミュ
ニティの形成を図ります。

（学校空き教室の地域への開放）
○地域社会で展開されている文化、スポーツ、ボ
ランティアなどの多様な活動を通じ、地域ぐる
みで子どもたちを育てていくための環境整備を
図るため、学校の空き教室の地域への開放を進
めます。

（プレーリーダーの育成）
○地域の人々やボランティアなどの人材をプレー
リーダーとして育成し、野球・サッカーなど
様々な運動を通して、青少年同士の交流を促進
します。

（見学・体験活動の拡大）
○企業の協力を得て、子どもたちのものづくり等
についての興味を深めるため、積極的に事務所
や工場を開放する機会を設け、見学活動を拡大
します。

○商店や農家等の協力を得て、ものづくりの作業
や商業活動、農作業などの見学・体験活動を推
進します。

3. 青少年自身の実践活動の促進
〈基本方向〉
○子どもの成長を支援するために、青少年の成長
段階に応じた指導、援助を行い、地域活動、ボ
ランティア活動等への参加を促進し、自らの発
想によって計画・実行し、その努力の中から自
主性や連帯性を培うことに対し支援を行いま
す。

（青少年の社会参加・自主活動の推進）
○青少年が「心身ともに健やかで、自らの考えを
創造し、他人に対する思いやりを持って生きる」
ことにより、地域活動等に積極的にたずさわる
ことができるよう青少年自身の努力を喚起しま
す。
○地域において、青少年が抱えている悩みや問題
に対応できる相談体制や援助ネットワーク体制
の整備を行います。

（青年活動の促進）
○青年サークルなどの活動のほか、市内外の交
流・研修への参加を促進し、青年同士の交流機
会の拡充に努めます。
○また、ボランティア活動への青年層の参加を促
進するとともに、活動成果の発表機会の拡充を
通して、まちづくりを担う青年層の人材育成を
図ります。

（自主性と社会性のかん養）
○子どもは、その成長過程において、多くの体験
や他者との関わりを通して、社会性を学び、自
我を確立し、自己形成へと発達していくことを
踏まえ、子どもたちが自主的に運営するグルー
プ活動の支援を行います。

急激に変化する社会の中で、次代を担う青少年を
育成していくためには、青少年自身が取り組むべき
課題を持ち、自らの個性と能力を伸ばし、社会の構
成員としての自覚をもって行動していくことが大切
になります。このため、青少年の自主性や主体性を
尊重し、発達段階に応じた支援を行うとともに、家
庭・学校・地域・職場においてその教育機能を高め
ながら、相互に連携しつつ、その条件整備に努めま
す。

◆現況と課題

1. 家庭教育の充実
○核家族化、少子化、少年犯罪の多発化、地域に
おける連帯感の希薄化および女性の就労機会の
拡大等、家庭を取り巻く環境が激しく変化する
中で、家庭教育の重要性がますます高まってい
ます。このため、家庭や地域社会の教育機能の
活性化を図り、あたたかな家庭づくりが必要で
す。
○家庭は子どもの成長発達に関わる根本的な役割
を担うものであることから、親子関係を中心と
した家族集団の中で、心豊かに育てることによ
り子どもの望ましい生活習慣の形成を図ってい
くことが重要となっています。
○高齢化社会や少子化社会においては、家族はど
うあるべきか、男女共生社会における家庭内の
役割分担を見直し、家族のあるべき姿が問われ
ている時代となっています。

2. 地域の教育力の強化
○急激な都市化の進行の中で、社会構造やライフ
スタイルの変化とともに共同体意識が希薄にな
るなど地域社会は大きく変容しました。
○また、子どもが他人を思いやる気持ちやコミュ
ニケーション能力などを身につけたり、自分ら
しさを発見することに大きな役割を果たしてき
た地域社会における遊びや異年齢集団との交
流、地域の人々とのふれあいが失われてきてい
ることから、地域社会の教育力の向上を図るこ
とが求められています。

3. 青少年自身の実践活動の促進
○社会の豊かさの中で、青少年のほとんどが物質
的に恵まれ、素直で、感受性が強く優しい性格
を持つようになっています。その一方で、高学
歴化を求める社会的風潮と少子化傾向とが相ま
って過保護にされすぎ、自主性に欠けがちな青
少年が増加しています。このため、自分なりの
人生目標や理想をもち、若者らしい情熱と強い
意志でこれを追求し、学び続ける心を育てる必
要があります。
○家庭の核家族化が進み、個人尊重の意識が高ま
る一方で、人間関係が疎遠になり、仲間意識の
希薄化を招き、地域を基盤とした青少年活動に

大きな影響を及ぼしているため、社会の一員と
しての自覚と行動力を養う必要があります。

4. 青少年育成環境の整備
○深夜営業による社会生活の24時間化、メディ
アの多様化、地域のつながりの弱体化による社
会の非行抑止機能の低下等、青少年の生活に大
きな影響を及ぼす社会変化が生じていることか
ら、青少年の健全育成を図る環境づくりを行う
必要があります。

○社会経済情勢の変化につれて家庭や地域の環境
も変化しているため、家庭、学校、地域が持つ
それぞれの教育機能を高め、その連携が求めら
れています。

○共働き家族やひとり親家族の増加等、青少年を
取り巻く家庭環境の変化により、家族間の信頼
関係の希薄化、家族の孤立、父親像の喪失等人
間形成の基盤である家庭機能の低下が問題とな
っています。

◆施策

1. 家庭教育の充実
〈基本方向〉
○家庭と地域の教育力を高め、あたたかな家庭づ
くりを推進するため、多様な学習機会を充実す
るとともに、学習情報の提供と相談事業の充実
を図ります。

（学習機会の充実）
○親子の望ましい人間関係や子どもの基本的生活
習慣を育むことなどが、家庭で十分行われるよ
う啓発に努めるとともに、子どもの豊かな感性
や人を思いやる心などが家庭で身につけられる
よう、父母の学習機会を充実します。

○ＰＴＡをはじめ、各種団体などの活動を活性化
するとともに、特に父親の家庭教育への参画を

青少年自身の実践活動

〈施策体系〉

学習機会の充実

情報提供と相談の充実

家庭教育の充実

家族ふれあい事業の推進

〈施策体系〉

学校空き教室の地域への開放

プレーリーダーの育成

地域の教育力の強化

見学・体験活動の拡大

〈施策体系〉

青少年の社会参加・自主活動の推進

青年活動の促進

青少年自身の実践活動の促進

自主性と社会性のかん養
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スポーツは、心身の健全な発達に資するだけでな
く、多くの人々に夢と感動を与え、市民の生活を明
るく豊かにするための重要な活動です。今後生涯を
通じたスポーツ・レクリエーション志向は、余暇時
間の増大と相まって一層高まっていくものと思われ
ます。このため、身近なスポーツの振興や多様化す
るスポーツ・レクリエーション志向に対応できる環
境づくり、スポーツイベントによる地域スポーツの
振興を積極的に推進していきます。

◆現況と課題

1. レクリエーションスポーツの振興
○生活水準の向上や余暇時間の増大、急速な高齢
化などに伴い、スポーツに対する関心が年々高
まり、健康の保持増進や生きがいづくりを求め、
日常生活の中でスポーツレクリエーションとし
て楽しむ人々が増加しています
○多くの人々が、それぞれのライフステージに応
じ主体的・継続的にスポーツに親しみ、明るく
豊かで生きがいのある生活が営まれるよう、多
様なスポーツプログラムを提供したり、使いや
すい施設利用を促進するなど、利用者ニーズに
合ったスポーツ環境をつくる必要があります。

2. コミュニティスポーツの振興
○急速に進む少子高齢化や情報化社会への変革な
ど社会構造の急激な変化に伴い、青少年が屋外
で遊ぶ姿を見る機会が激減しました。これと呼
応するように地域や家庭の教育力が著しく低下
してきています。
○すべての市民が主体的、継続的に「地域におけ
るスポーツ活動」を促進することで、青少年に
スポーツによる交流を促し、ルールやマナーを
体得させ、健全な青少年の育成を図るとともに
市民の健康づくりを推進していく必要がありま
す。

3. スポーツ施設の整備・充実
○加西市では、スポーツ活動が市民の健康的で活
力ある生活の上で不可欠であるという認識のも
と、スポーツ施設の整備や体育指導者の育成を
図ってきました。
○市内には、加西球場をはじめ勤労者体育センタ
ーなどスポーツ施設を整備していますが、市民
のスポーツ熱は高く、総合体育センター、陸上
競技場、市民プール等の整備が望まれているこ
とから、多様なニーズに対応できる施設整備の
検討と既存施設の整備・充実が求められていま
す。

4. 競技スポーツ大会の誘致
○スポーツ大会は、選手のひたむきな姿を直接市
民が目のあたりにすることができ、地域住民に
夢と希望と感動を与え、コミュニケーションを

促進し、スポーツへの関心を高め、豊かな生活
や地域の活性化を促進するものです。
○平成元年より加西市で開催されている兵庫県郡
市区対抗駅伝競走大会は、加西市で最大のイベ
ントであり、県下より多数の選手と応援の人達
が訪れます。他のスポーツ大会も積極的に誘致
して、さらに地域振興を図る必要があります。

4. 青少年育成環境の整備
〈基本方向〉
○青少年が豊かな創造力や自主性をもった健康で
たくましい人間として成長するため、家庭・学
校・地域・職場が一体となって取り組むことの
できる環境づくり・基盤づくりを推進します。

（ゆとりの中で生きる力を育む学校教育）
○子どもの生きる力の育成を基本として、ゆとり
のある環境で、知・徳・体のバランスのとれた
教育を展開するとともに、生涯学習の基盤とな
る資質を育てます。

（ふれあいと活力ある地域づくり）
○青少年がボランティア、環境保全、地域行事、
文化、スポーツレクリエーション活動等様々な
体験活動を通して、様々な世代の人々との出会
いや交流の機会と場の充実に努め、地域におけ
る社会活動への参加を推進します。
○豊かな自然の中で様々な体験を通して、よりた
くましく感性に富む青少年育成のため、野外活
動施設の整備充実を図ります。

（活動リーダーの育成）
○青少年活動の指導のため、リーダーの発掘・養
成に努め、高校生リーダー等の青少年リーダー
の育成を図ります。

（青年教育の場の充実）
○次代を担う青年が充実した青年期、青壮年期を
送れるよう、青年教育や体験活動などの学習機
会の充実を図ります。また、青年が様々な体験
を通じて郷土に対する愛着や愛情を育む体験の
場の充実を図ります。

（各種団体による巡回パトロールの実施）
○青少年の健全育成を図るため、青少年補導セン
ター、ＰＴＡ等による定期的な巡回パトロール
を行います。

〈施策体系〉

ゆとりの中で生きる力を育む学校
教育

ふれあいと活力ある地域づくり

青少年育成環境の整備

活動リーダーの育成

青年教育の場の充実

各種団体による巡回パトロールの
実施
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◆施策

1. レクリエーションスポーツの振興
〈基本方向〉
○市民一人ひとりが生涯の各時期にわたって、そ
れぞれの体力や年齢に応じて、いつでもどこで
も誰でもスポーツに親しむことができる豊かな
スポーツライフを実現します。

（ウォーキングの振興）
○街中を歩く市民のため、ウォーキングロードの
整備に努めるとともに、夜間のウォーキングに
も配慮して、街灯の整備に努めます。
○加西ウォーキングディを設定して、市民ウォー
キングの振興を図ります。

（自然歴史探訪歩け歩け運動の振興）
○加西市の自然や歴史が満喫できるコースを検討
の上、ガイドブックを作成し、「歩け歩け運動」
を促進します。

（スポーツ教室の推進）
○市民が身近にスポーツを親しめるよう、公共施
設を利用したスポーツ教室を推進し、スポーツ
種目や開催場所などについて住民ニーズを的確
に捉え、多様なスポーツプログラムを提供して
いきます。

（指導者の養成・活用）
○市民がライフステージに応じて、自らのニーズ
に基づくスポーツ活動を行えるよう、ウォーキ
ングやニュースポーツ等、幅広く親しみやすい
スポーツの基本をマスターした指導者を育成、
発掘していきます。

2. コミュニティスポーツの振興
〈基本方向〉
○これまでの学校中心、行政主導、企業依存型の
スポーツは、少子化による学校運動部の減少、
厳しい経営状況による企業スポーツクラブの縮
小などで、立ちゆかなくなっていくことが予測
されるため、「自主」「自前」をキーワードとし
て「総合型地域スポーツクラブ」を育成し、誰
もが身近な地域において多様なスポーツを気軽
に楽しめるよう「スポーツ再編成」を行います。

（地域スポーツ活動の推進）
○平成12年度より兵庫県が提唱する「スポーツ
クラブ21ひょうご」に積極的に取り組み、市
内11小学校区域単位に総合的なスポーツクラ
ブを設立し、加西市における地域スポーツ活動
を推進します。
○スポーツクラブを、子どもから高齢者まで地域
住民が気軽にスポーツを楽しむことができ、ま
た子ども達が地域住民と活発に交流することで
ルールやマナーを身に付けることができる地域
の教育の場として活用していきます。

（コミュニティクラブの育成）
○地域スポーツクラブを住民が積極的に参加・入
会したくなるような魅力あるクラブとするため
に、ボランティア活動や地域伝統行事への参加
協力を行うなど、地域と深く関わる活動にも取
り組むよう指導、育成をしていきます。
○幅広い活動を行うことで、コミュニティスポー
ツクラブを単なるスポーツクラブから、コミュ
ニティクラブとして、地域の活性化と人々のふ
れあいを担う地域に不可欠な組織に発展、成長
するよう支援します。

（学校施設開放事業）
○市内小・中学校の体育施設（運動場・体育館）
を地域の共有財産として、地域住民への開放を
促進します。
○施設開放事業の各種利用団体に、現在のサーク
ル組織から広く地域住民に開放された組織への
変革を促し、コミュニティスポーツクラブの中
心的役割を果たす組織としての育成をめざしま
す。

■　加西市体育施設一覧�

体育施設の利用者数�

施設名�

�
�

加西勤労者�
体育センター 

加西テニスコート�

加西球場�
�
�加西市多目的�

グラウントﾞ�
加西市民 �
グラウントﾞ�
屋内ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ場 �
すぱーく加西�

加西南テニスコート�

所在地�

玉野町�
1124-5

網引町�
2001ｰ15

西上野町�
17�
�

北条町北条�
1320-1

北条町西高室�
592-1�
�

玉野町�
1126-1�
�

玉野町�
1126-1

玉野町�
1124-4�
�

ｸﾞﾘｰﾝｽﾎﾟｰﾂ広場 �
（ｱｸｱｽ加西）�
�

運営�
方式�

委託�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

〃�

管理運�
営主体�

加西市�
都市�
施設公社�

利用�
開始�
年度�

S56

 H5�

 H4�

 H4�

S40�

 H7�

 H8�

H11

利用時間�

開始時間�

(下記以外)�
  9：00
(11/1～3/31)
  (9：00)

終了時間�

22：00

(22：00)

休日�

 水 �
 年末 �
年始�

年間�
会館�
日数�

309

309�

309�

309�

309�

309�

309�

309

施設の内容�

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 2面 �
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 1面 �
卓球 10台 �
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 2面�

テニス 2面 �
多目的広場�
ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 1面�

テニス 2面�
�
軟式野球 �
ソフトボール�

軟式野球 �
ソフトボール�

加西球場の�
サブグラウンド�

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ 2面�
�
サッカー 1面 �
�

敷地･施設�
延べ面積�
（ｍ2） 

720

8,106�

12,633�

4,986�

10,160�

1,100�

8,380�

1,600�

�

平成11年� 平成12年�平成10年�

加西勤労者体育センター�

平成8年�平成2年�昭和60年�

資料：教育委員会�

0

10000

20000

30000

25,419 25,016
26,562

24,145

14,053

12,831

20,207

15,524
16,134

12,588

19,216

16,024

7,222
8,497

3,811

937

16,549

10,644

14,134

3,557

15,923

9,597
7,665

774

8,660
7,169

6,101

242,10

17,962

加西市多目的グラウンド�
グリーンスポーツ広場（アクアス加西）�

加西テニスコート�
加西市民グラウンド�

加西南テニスコート�

加西球場�
屋内ゲートボール場すぱーく加西�

8,005
8,631

15,623
17,342

6,239

〈施策体系〉

ウォーキングの振興

自然歴史探訪歩け歩け運動の振興

レクリエーションスポーツの振興

スポーツ教室の推進

指導者の養成・活用

〈施策体系〉

地域スポーツ活動の推進

コミュニティクラブの育成

コミュニティスポーツの振興

学校施設開放事業
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3. スポーツ施設の整備・充実
〈基本方向〉
○生涯スポーツの推進を図るために、スポーツ施
設や学校体育施設の整備・充実を促進します。

（公共スポーツ施設の整備）
○市民のスポーツ活動を一層促進するため、総合
体育センター、陸上競技場、市民プール等の体
育施設の整備拡充に努めます。
○市民の多様なニーズに対応できるスポーツ施設
の整備にあたっては、幅広い市民の意見を取り
入れるとともに、関係スポーツ団体等と連携し
ながら、その取り組みを推進します。
○レクリエーションスポーツやコミュニティスポ
ーツの振興を図る上で、高齢者や障害者の利用
についても配慮した、誰もが使いやすい施設の
整備に努めます。

（スポーツ施設の利用促進）
○民間企業のスポーツ施設を一般市民がより利用
しやすいものとするため、利用促進を行政から
働きかけるとともに、公共の小・中学校などの
体育施設についても、利用予約のオンラインシ
ステム化を推進します。
○加西球場については、硬式野球対応化を検討す
るなど「するスポーツ」施設に加え、「見るス
ポーツ」施設への施設拡充に努め、利用促進を
図ります。

4. 競技スポーツ大会の誘致
〈基本方向〉
○スポーツ大会を開催することで、市外から多数
の参加者や観衆が訪れ、地域活性化の効果がも
たらされます。このため、競技スポーツを誘致
することで、市民にとって「見るスポーツ」を
契機として「するスポーツ」への動機付けを進
めます。

（兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会）
○昭和63年度に加西市に誘致し現在では加西市
に定着した感がある郡市区対抗駅伝競走大会
は、更に積極的なＰＲ活動を展開し、参加選手
達の情熱と感動をより多くの市民に伝え、「見
るスポーツ」を通じ市民が「するスポーツ」へ
の契機となるよう努めます。

（国民体育大会）
○平成18年度に兵庫県で開催される第61回国民
体育大会に、加西市は軟式野球一般Ｂの会場市
として国民のスポーツ振興に寄与します。この
国民体育大会を契機として加西市においても、
一層のスポーツ振興を図ります。

○兵庫県国民体育大会により、全国から選手と共
に観光客も多数加西市を訪れると見込まれま
す。いろどり豊かな魅力あるまち「加西市」に
ふさわしい、市内外を問わず誰もが参加できる
多彩なスポーツイベントの開催に努めます。

（新たなスポーツ大会の誘致）
○兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会も平成14年度
で15回を迎えるため、新たな競技スポーツ大
会の開催を目指し、誘致運動に努めます。

スポーツ施設の利用者数の推移�
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資料：教育委員会�

■　加西市体育協会登録団体数および登録人数�

軟式野球協会�

陸上競技協会�

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会�

ｻｯｶｰ協会�

卓球協会�

ｿﾌﾄﾃﾆｽ協会�

柔道協会�

剣道連盟�

空手道協会�

少林寺拳法協会�

ｽｷｰ協会�

軽ｽﾎﾟｰﾂ協会�

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会�

ﾃﾆｽ協会�

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ協会�

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会�

ﾊﾞｳﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会�

合計�

80�
1,200�

1�
68�
48�
720�
17�
567�
8�

217�
2�
25�
1�
50�
4�

110�
1�
70�
1�
97�
1�
25�
4�
97�
3�
90�
7�

132�
10�

1,101�
�
�
－�
－�

188�
4,569�

�

67�
1,005�

1�
68�
47�
900�
17�
597�
8�

217�
2�
35�
1�
50�
4�

143�
1�
70�
1�
96�
1�
50�
5�

104�
4�
98�
7�

192�
10�
974�

�
�
－�
－�

176�
4,599

67�
1,005�

1�
63�
60�
945�
17�
559�
8�

215�
2�
27�
1�
50�
5�

143�
2�
63�
1�
97�
1�
50�
5�

115�
2�

102�
9�

170�
11�
976�
1�
32�
－�
－�

193�
4,612

67�
1,005�

1�
64�
63�
990�
16�
677�
8�

215�
2�
32�
1�
50�
5�

205�
2�
68�
1�
87�
1�
50�
5�
72�
5�

101�
7�

155�
11�
806�
1�
32�
－�
－�

196�
4,609

67�
1,005�

1�
64�
66�
990�
18�
677�
8�

215�
2�
32�
1�
50�
5�

205�
2�
68�
1�
87�
1�
50�
5�
72�
5�

101�
6�

155�
11�
806�
1�
32�
－�
－�

200�
4,609

67�
1,005�

1�
69�
66�
990�
18�
671�
8�

215�
2�
30�
1�
50�
5�

205�
2�
83�
1�
80�
1�
50�
5�

111�
5�

102�
6�

155�
11�
827�
1�
30�
－�
－�

200�
4,673

66�
990�
1�
69�
58�
870�
18�
688�
4�
48�
2�
23�
1�
50�
5�

200�
2�
88�
1�
83�
1�
50�
6�

109�
9�

103�
7�

126�
1�

835�
1�
30�
－�
－�

183�
4,362

70�
1,200�

1�
66�
53�
795�
18�
636�
5�
55�
3�
32�
1�
50�
6�

180�
2�
90�
1�
80�
1�
50�
6�

123�
9�
98�
6�

135�
1�

840�
1�
27�
－�
－�

184�
4,457

80�
1,200�

1�
63�
56�
840�
17�
601�
5�
60�
3�
35�
1�
50�
6�

160�
2�
90�
1�
80�
1�
50�
6�

124�
9�
93�
6�

519�
1�

762�
1�
22�
－�
－�

196�
4,749

80�
1,200�

1�
64�
53�
795�
16�
502�
5�
58�
3�
35�
1�
50�
6�

163�
2�
90�
1�
70�
－�
－�
5�

101�
9�
84�
5�

504�
1�

700�
1�
27�
4�
67�
189�

4,510�
�

平成�
12年�

平成�
11年�

平成�
10年�

平成�
9年�

平成�
8年�

平成�
7年�

平成�
6年�

平成�
5年�

平成�
4年�

平成�
3年�

■　加西市体育協会登録団体数および登録人数�

野球�

サッカー�

バレーﾎﾞｰﾙ�

武道（剣道・柔道）�

合計�

7�
245�
8�

405�
10�
284�
5�

122�
30�

1,056

7�
250�
8�

410�
10�
266�
6�

188�
31�

1,114

7�
256�
8�

437�
9�

248�
6�

204�
30�

1,145

7�
210�
10�
552�
9�

229�
6�

188�
32�

1,179

7�
211�
10�
521�
9�

208�
6�

178�
32�

1,118

7�
221�
10�
469�
9�

213�
6�

154�
32�

1,057

7�
219�
10�
429�
10�
202�
6�

141�
33�
991

7�
215�
10�
378�
10�
255�
6�

125�
33�
973

7�
240�
10�
311�
10�
235�
6�

112�
33�
898

7�
227�
10�
324�
10�
201�
6�

123�
33�
875

平成�
12年�

平成�
11年�

平成�
10年�

平成�
9年�

平成�
8年�

平成�
7年�

平成�
6年�

平成�
5年�

平成�
4年�

平成�
3年�

（注）：上段；登録団体数、下段；登録人数�
資料：教育委員会�

〈施策体系〉

公共スポーツ施設の整備

スポーツ施設の利用促進

スポーツ施設の整備・充実

〈施策体系〉

兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会

国民体育大会

競技スポーツ大会の誘致

新たなスポーツ大会の誘致
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（顕彰の実施）
○文化活動を行っている人たちの活動意欲や市民
の文化への関心を高めるため、文化の向上発展
に特に顕著な功績のある個人や団体を表彰しま
す。
○伝統ある貴重な工芸品や生活用品の制作技能者
等を表彰し、地域社会における技術文化の向上
発展および伝統技術の保存を図ります。

2. 芸術・文化活動の支援
〈基本方向〉
○市民の自主的な芸術・文化活動を支援するた
め、ハードとソフトの両面で条件整備を行いま
す。

（芸術・文化情報の発信）
○市民の芸術・文化に対する多様なニーズに対応
するため、芸術・文化団体や芸術・文化施設、
芸術・文化活動に関する情報を収集整理すると
ともに、情報提供機能を充実させ、広く市内外
に芸術・文化情報を発信します。

（環境の整備）
○芸術・文化活動をより一層発展させるため、文
化センター等の芸術・文化施設の整備を図りま
す。
○芸術・文化意識の醸成と発揚のため、芸術家村
を開設し、市民が身近に芸術文化に接し得る環
境づくりに努めます。
○リーダー研修や文化指導者の派遣など研修の充
実を図り、文化団体の活動を支援します。

3. 芸術・文化の国際交流
〈基本方向〉
○21世紀にふさわしい芸術・文化を創造するた
め、新しい情報通信技術の活用を図り、友好親
善都市等との芸術・文化交流をさらに進めま
す。

（国際芸術・文化交流の推進）
○国際的な芸術・文化イベントの誘致を進めると
ともに、海外、特にアジア諸国や友好提携先と
の交流を深める中で、国際色のある個性豊かな
芸術・文化の創造に努めます。

（マルチメディアの活用）
○芸術・文化活動を行う上で情報が担う役割は極
めて大きく、今後も情報の重要さは増加するも
のと推測されます。芸術・文化施設など情報発
信者相互間および利用者との連携強化を図るた
め、情報機器を活用するとともに、電子美術館
システム等の検討を進めるなど積極的に新しい
情報通信技術の導入を図ります。

市民の芸術・文化に対する関心は、ゆとりを求め
て著しい高まりをみせていることから、芸術・文化
活動の活性化を図るとともに、市内の文化財の保存
と活用を進めながら、交流の促進と多様なネットワ
ークの形成の中から生まれる新しい芸術・文化の創
造に努めます。

◆現況と課題

1. 芸術・文化意識の高揚
○経済中心の社会に対する反省から、心の豊かさ
を重視し、生活の中でゆとりを求める流れが定
着しており、市民の芸術・文化へのニーズが高
まっています。
○法華山一乗寺、五百羅漢、古法華石仏、玉丘古
墳群等は、日本を代表する文化遺産であるとと
もに、秀逸な芸術遺産です。このような貴重な
芸術文化遺産は、後世に末永く受け継いでいく
のが私たちの責務です。
○加西市には、伝統文化・芸能も各地区で数多く
残されており、昔から営々と息づいています。
しかし、若年層を中心に郷土文化に対する理解
が不十分であり、その理解を深める取り組みが
必要です。
○こうした芸術・文化活動をより一層発展させる
ため、芸術・文化意識を醸成する雰囲気づくり
が急務です。

2. 芸術・文化活動の支援
○全国公募の「花の美術大賞展」や「加西市文化
祭」等を開催して市民の芸術・文化へのニーズ
に対応してきましたが、市民の芸術・文化活動
への参加欲求が質・量ともに増大しています。
○加西市では造形芸術、表情芸術、音響芸術、言
語芸術など様々な部門で芸術・文化活動が展開
されてきていますが、今後、これらの文化団体
に対して運営面等でのサポートを進めていく必
要があります。

3. 芸術・文化の国際交流
○近年、情報通信分野においては急速に技術革新
が進行し、日常生活の中でも情報通信ネットワ
ークを通じて、世界の人々との交流が可能とな
っています。芸術・文化の面でもさらに国際的
な交流を推進する必要があります。

4. 文化財の保存と活用
○近年、地域整備および開発の進展に伴い、貴重
な文化遺産が失われつつありますので、文化遺
産を保存継承し活用を図っていくため、指定文
化財の保存修理や環境整備、新たな指定のため
の基礎資料調査などを行っていく必要がありま
す。
○民俗芸能の中には、後継者難が原因で継承が危
ぶまれているものがあります。

今後、民俗芸能の保存に向け、新たに無形文化
財に指定するとともに、保持団体の育成や公開
の場の確保等に努め、後継者の育成を図る必要
があります。

◆施策

1. 芸術・文化意識の高揚
〈基本方向〉
○誇りを実感できる文化の香り高い郷土づくりを
進めるため、多様な文化への接触と郷土文化の
理解を通じて、市民一人ひとりの文化意識の高
揚を図ります。

（芸術・文化にふれあう機会の提供）
○すべての市民が文化に親しむ機会を拡充するた
め、講演会や各種舞台芸術など文化イベントを
広く開催するとともにその誘致に努めます。

○芸術文化公演を定期的に開催したり、花の美術
大賞展など芸術鑑賞の場を設け、広く市民が優
れた芸術文化に触れる機会を提供します。

（郷土文化の理解）
○郷土への関心と理解を深めて市民が誇りを持て
る地域文化を育てるため、郷土の偉人等の顕彰
に努めるとともに、郷土文化に関する歴史講座
などを開催します。

（文化の香るまちづくり）
○住民が誇りと愛着を持てるような文化の香り高
いまちづくりを推進するため、彫刻やモニュメ
ントを歩道に設置することなどにより、美しい
街並みと景観の形成に努めます。

○美しく快適な生活環境づくりに向けて、デザイ
ン性に配慮した公共施設の整備を進めます。

花の美術大賞展

■　12年度施設利用状況（人）�

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ�

文化ﾎｰﾙ�

健康福祉会館ﾎｰﾙ�

市主催・共催行事� 一般行事� 合計�
使用�
回数�

使用�
人数�

使用�
人数�

使用�
人数�

使用�
回数�

使用�
回数�

2,589�

213�

160

56,612�

33,066�

15,371

728�

12�

35

15,719�

9,450�

6,812

3,317�

225�

195

72,331�

42,516�

22,183

注　健康福祉会館ホールの市主催・共催行事の数値には、�
　　保健福祉団体開催のものも含む。�
�
資料：加西市都市施設公社�
　　　社会福祉協議会�

〈施策体系〉

芸術・文化にふれあう機会の提供

郷土文化の理解

芸術・文化意識の高揚

文化の香るまちづくり

顕彰の実施

〈施策体系〉

芸術・文化情報の発信

環境の整備

芸術・文化活動の支援

〈施策体系〉

国際芸術・文化交流の推進

マルチメディアの活用

芸術・文化の国際交流



5554

第第第第5555節節節節　　　　芸芸芸芸術術術術・・・・文文文文化化化化のののの振振振振興興興興

第
3
編

1
章

2
章

3
章

4
章

5
章

6
章

（石仏・石造品の保存と活用）
○加西市の歴史を感じさせる野辺の石仏など指定
文化財以外の文化的資産について、保存のあり
方とその活用方法を検討します。

4. 文化財の保存と活用
〈基本方向〉
○市内各地の有形無形の優れた文化財を後世に正
しく伝えていくことは、特色ある地域づくりを
進めたり、地域を愛し誇りに思う心を育む上で
不可欠なことです。このため、文化財の実態把
握や保存、活用をはじめ、市民一人ひとりの文
化財への関心を高めるための諸施策を実施して
いきます。

（文化財の調査と指定および普及推進）
○市内の文化財を調査し、指定保存を図るため、
文化財の所在地、価値、保存状態、分布などに

ついての調査を計画的に行い、その活用と保護
を進めます。

○伝統芸能の保存振興を図るため、後継者の確保
に努め、その公開・伝承施設の建設を進めます。

○貴重な文化財を再発見・再認識させ、市民の郷
土愛を育むことで、地域の活性化を図ります。

（文化財保存整備の推進）
○文化財の保存と活用を図るため、保存修理や、
維持管理の促進に努めるとともに、防災施設設
置や周辺環境の整備などを進めながら博物館等
の文化財活用施設の整備を図ります。

（史跡整備の推進）
○公有化した史跡の整備を図り、市民に歴史学習
等の場として提供します。

（埋蔵文化財の保護）
○埋蔵文化財については、分布調査と発掘調査を
実施し、地域独自の文化資産としての保全に努
めます。

■　加西市文化連盟団体一覧表�

加　西　市　文　化　連　盟�

美術家�
協会�

芸能協会� 文芸協会� 茶道いけばな協会� 音楽協会� 囲碁将棋協会�

日本画�

洋画�

写真�

彫塑�

版画デザイン�

書道�

工芸�

一行詩颱の会�

加西俳句の会�

川柳の会青蛙�

加西短歌の会�

詩舞道連合会�

民舞連合会�

腹話術�

邦楽会�

謡曲会�

マジック会�

播州音頭�

カラオケ�

茶道�
協会�

いけばな協会�

�
花芸安達流�

光風流�

嵯峨御流�

容真流�

未生流�

未生流（庵家）�

松月流�

洸鳳御流�

MOA山月光輪花�

佳生流�

社中�
�

混声合唱団ヴォルケ�

�

愛の光コーラス�

コールサルビア�

コールソレイユ�

北条女声コーラス�

ザ・ドランカーズ�

そよ風�

加西市吹奏楽団�

軽音楽�

加西児童合唱団�
さるびあっ子�

関西棋院加西支部�

加西将棋同好会�

おやこ劇場�

平成12年5月現在�
（注）本表は各協会の単位団体をあらわしたものです。�
　　　協会員の範囲は各協会によって異なっています。�

資料：教育委員会�

■　国史跡・県史跡文化財一覧�
１．国指定文化財�

種類�
建�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�

絵�

〃�

昭27.3.29�
大2.4.14�
大2.4.14�
大2.4.14�
昭28.8.29�
昭58.12.26�
昭50.6.23 �

�
昭28.8.31�

明41.4.23

指定年月日� 名　　称�

一乗寺三重塔(国宝)�
一乗寺妙見堂�
一乗寺弁天堂�
一乗寺護法堂�
一乗寺五輪塔�
一乗寺本堂�
酒見寺多宝塔�
絹本著色聖徳太子及�
天台高僧像(国宝)�
絹本著色阿弥陀如来�
像�

数量�

1基�
1棟�
1棟�
1棟�
1基�
1棟�
1基�

10幅�

1幅�

種類�
絵�
彫�
〃�
〃�
〃�
�

明41.4.23�
明34.8.2�
昭15.10.14�
昭15.10.14�
昭60.6.6

�
�

指定年月日� 名　　称�

絹本著色五明王像�
銅造聖観音立像�
木造法道仙人立像�
木造僧形座像�
銅造観音菩薩立像�

数量�

1幅�
2躯�
1躯�
1躯�
1躯�

〃�

史�

昭36.6.30�

昭18.9.8

石造浮彫如来及両脇�
侍像附石造厨子屋蓋�

玉丘古墳群�
計　　16件�

10基�

1基�

２．県指定文化財�
種類�
建�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
工�
〃�
考�
〃�

昭47.3.24�
昭48.3.29�
昭48.3.9�
昭48.3.9�
昭47.3.24�
昭50.3.18�
昭38.8.24�
昭50.3.18�
平12.5�
昭47.3.24�
昭47.3.24�
昭38.8.24�
昭47.3.24

�
�

指定年月日� 名　　称�

酒見寺鐘楼�
一乗寺鐘楼�
一乗寺石造宝塔�
一乗寺石造笠塔婆�
日吉神社明神鳥居�
坂元石造五重塔�
慈眼寺石造塔婆�
清慶寺石造宝篋印塔�
奥山寺多宝塔�
酒見寺梵鐘�
東光寺梵鐘�
一乗寺三重塔古瓦�
石棺蓋石（山伏峠）�

数量�

1棟�
1棟�
2基�
1基�
1基�
1基�
1基�
1基�
1基�
1口�
1口�
3個�
2個�

種類�
絵�
彫�
〃�
〃�
〃�
�

明41.4.23�
明34.8.2�
昭15.10.14�
昭15.10.14�
昭60.6.6

�
�

指定年月日� 名　　称�

絹本著色五明王像�
銅造聖観音立像�
木造法道仙人立像�
木造僧形座像�
銅造観音菩薩立像�

数量�

1幅�
2躯�
1躯�
1躯�
1躯�

〃�

史�

昭36.6.30�

昭18.9.8

石造浮彫如来及両脇�
侍像附石造厨子屋蓋�

玉丘古墳群�
計　　16件�

10基�

1基�

〃� 昭47.3.24 日吉神社境内出土�
御正躰群�

1括�

資料：教育委員会�

〈施策体系〉

文化財の調査と指定および普及推進

文化財保存整備の推進

文化財の保存と活用

史跡整備の推進

埋蔵文化財の保護

石仏・石造品の保存と活用



地球時代を迎え、ボーダレス化・ネットワーク化
が進む中で、世界のあらゆる地域との交流を促進し、
加西市の特色を生かした国際協力を進めます。また、
市民の国際理解の向上を図りつつ、国際社会に対応
できる人材を育成し、外国人が訪れやすく住みやす
い、「外国人と共生するまちづくり」を推進します。

◆現況と課題

1. 海外との交流の推進
○加西市では、アメリカ合衆国ワシントン州プル
マン市をはじめ市内各種団体が民間レベルでも
友好提携をし、活発な交流を深めています。
○今後、他の諸外国との交流の輪を広げ、相互の
友好と協力関係を強化していくことが重要で
す。

2. 国際理解教育の推進
○国際化の進展に伴い、我が国の文化や伝統に誇
りを持ち尊重する態度を育成するとともに、世
界の国々の固有文化や歴史についての理解を深
めさせることが重要です。
○外国語指導助手の招致、中学生や高校生の海外
派遣、外国の学校との姉妹校提携等を通して、
生徒の国際交流や外国文化に対する関心が高ま
っています。

3. 国際交流基盤の整備
○市内の国際交流団体やボランティア団体は、諸
外国との交流活動を行っていますが、これら団
体のネットワーク化と相互協力体制の確立が必
要です。国際社会の進展と雇用環境の多様化に
より、市内に居住する外国人が年々増加する傾
向にあります。このため、市内在留外国人と共
生できる社会づくりが求められています。

4. 国際協力の推進
○草の根レベルでの国際協力活動は、ユニセフの
外貨コイン募金や国際ボランティア貯金等のよ
うに身近な取組もありますが、加西市において
は特定の分野で盛り上がりをみせていることか
ら、民間レベルでの協力活動を支援すべく国際
協力団体との連携を図る必要があります。

◆施策

1. 海外との交流の推進
〈基本方向〉
○海外との交流については、市レベルだけでなく、
市民レベルにおける幅広い交流活動を積極的に
推進し、相互理解を深めます。

（友好提携先を中心にした諸外国との交流事業の
展開）

○現在結んでいる友好提携先との交流を一層充実
します。また、これら提携先と合わせ、新たな
交流が進んでいるアジア地域をはじめとする他
の国々や地域とも積極的な交流事業を展開しま
す。
○毎年、市内の数町を国際交流のモデル町に設定
し、町主体の交流事業を推進、市民交流をめざ
します。
○市内各種団体による民間レベルの交流事業にも
積極的に支援していきます。

（文化・スポーツ・経済等の交流の促進）
○文化・スポーツ・経済をはじめとする幅広い分
野における海外との交流を、市民の参加や民間
団体等との連携を図りながら積極的に推進しま
す。

2. 国際理解教育の推進
〈基本方向〉
○国際社会の一員として主体的に生き、信頼され
る人間を育成するとともに、日本や外国の生活
や文化等の理解を通して、お互いを尊重する教
育を推進します。

（国際的に開かれた学校づくり）
○インターネット等を活用した情報ネットワーク
を通じ、世界各国の学校との国際交流を推進し
ます。
○海外からの帰国子女に対して、その円滑な受入
れと受入れ後の適切な指導の充実を図ります。
○小・中学校、高等学校における児童・生徒の海
外派遣と外国人児童・生徒の受入体制の充実に
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３．市指定文化財�
種類�
建�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
彫�

昭53.3.17�
昭53.3.17�
昭47.3.25�
昭49.3.25�
昭49.3.25�
昭46.3.30�
昭46.3.30�
昭47.3.25�
昭55.5.6�
昭43.1.5�
�

�
�

指定年月日� 名　　称�

奥山寺仁王門�
酒見寺楼門�
一乗寺石造九重塔�
常行院石造七重塔�
普光寺石造宝篋印塔�
小谷石造五重塔�
薬師堂石造五重塔�
坂本石造五重塔�
乎疑原神社石造鳥居�
五百羅漢石仏�

数量�

1棟�
1棟�
1基�
1基�
1基�
2基�
1基�
1基�
1基�
404体�

種類�
考�
〃�
工�

昭47.3.25�
昭47.3.25�
昭55.5.16

�
�

指定年月日� 名　　称�
春岡寺石仏�
大日寺石仏�
乎疑原神社梵鐘�

数量�

1基�
1基�
1基�

乎疑原神社石造五尊�
像�

1基�昭60.6.29〃�

考�
〃�

昭43.3.30�
昭43.3.30

大村石仏�
倉谷石仏�

1基�
1基�

昭44.3.31〃� 吸谷廃寺礎石並びに�
出土瓦�

1括�

1基�
3基�
1基�
1基�
1基�
1基�

小谷石仏�
薬師堂板碑�
長円寺板碑�
腰折地蔵�
上宮木石仏�
玉野石仏�

昭46.3.30�
昭46.3.30�
昭47.3.25�
昭47.3.25�
昭47.3.25�
昭47.3.25

〃�
〃�
〃�
〃�
〃�
〃�

昭48.3.20
住吉神社鶏合せ・�
龍王舞�

民�

〃�
〃�
〃�
史�
〃�
〃�
〃�
〃�
庭�
〃�
〃�

昭48.3.20�
昭55.5.16�
昭53.3.17�
昭43.3.30�
昭43.3.30�
昭43.3.30�
昭44.12.27�
昭46.3.30�
平4.3.24�
平4.3.24�
平5.4.9

網引獅子舞�
王子獅子舞�
網引能舞台�
亀山古墳�
経塚古墳�
野条廃寺跡�
吸谷瓦窯跡群�
皇塚古墳�
内藤家古庭園�
長濱家古庭園�
三宅家古庭園�

1棟�
1基�
1基�
1基�
�
1基�

２本�

天�昭44.3.31
モリアオガエル�
生息地�

〃�
〃�
〃�

昭45.5.1�
昭46.3.30�
昭49.12.1

石部神社門杉�
ゆるぎ岩�
ヒメハルゼミ発生地�
計　　40件�

（注）略号は次のとおりとする。�
　建…建造物　　彫…彫刻　　史…史跡　　考…考古　　民…民俗文化財�
　工…工芸品　　庭…庭園　　天…天然記念物�
�資料：教育委員会�

海外との交流

〈施策体系〉

友好提携先を中心にした諸外国との
交流事業の展開

文化・スポーツ・経済等の交流の
促進

海外との交流の推進

〈施策体系〉

国際的に開かれた学校づくり

外国語教育の充実

国際理解教育の推進

アイデンティティの確立と人材育成
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努めます。

（外国語教育の充実）
○児童・生徒のコミュニケーション能力の向上を
目指し、外国語教育の一層の充実と、外国語指
導助手招致の拡充を進めます。

（アイデンティティの確立と人材育成）
○学校教育において、教育活動全体を通じて日本
人としての自覚を高めるとともに、国際交流・
国際協力の精神を養い、国際社会で積極的に活
躍し得る人材を育成します。

3. 国際交流基盤の整備
〈基本方向〉
○外国人が訪れやすく住みやすいまちづくりを進
めるとともに、市民と外国人が仲良く共生でき
る環境づくりを推進します。

（国際社会に対応できる人材の育成）
○国際交流団体や青少年団体のリーダーおよび教
員や生徒の海外研修や海外派遣などの事業を実
施し、国際感覚豊かな人材や国際交流活動の核
となる人材の育成を図ります。

（外国人にも住みやすいまちづくりの推進）
○市民の国際理解を促進し、外国人に対する差別
のない社会の実現に取り組みます。
○外国人が地域社会において体験する様々な問題
に対処するため、外国語による情報提供を行う
など、生活相談への対応を検討します。
○外国人が日常生活に必要な情報が入手できるよ
う、ガイドブックの充実を図ります。
○市内を訪れる外国人が一人でも自由に行動でき
るよう外国語標示を促進します。
○外国語通訳ボランティアの育成支援を図るとと
もに、大学や近隣市町と連携して外国語通訳ボ
ランティアのネットワークの形成を推進しま
す。
○外国人と市民との交流を深め、相互理解、信頼
確保に努めます。

4. 国際協力の推進
〈基本方向〉
○国際交流や国際理解教育を進めることにより、
これからの加西市民にできる国際協力のあり方
を模索していきます。

（交流等を通した国際協力の推進）
○これまでは、国際交流そのものが目的であり、
成果となっていましたが、これからは、交流を
通してお互いの地域課題を認識し、これを解決
するための国際協力へと継承・発展させていき
ます。

〈施策体系〉

国際社会に対応できる人材の育成

外国人にも住みやすいまちづくりの
推進

国際交流基盤の整備

〈施策体系〉

交流等を通した国際協力の推進

国際協力の推進

第2章
安心して生活できる

健康づくり
第1節 生涯にわたる健康づくりの推進
第2節 地域福祉の推進
第3節 地域福祉を支える基盤整備

第3編　基本計画
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○家庭で老親を介護している中高年や子育ての終
わった時期の母親に対し、民生児童委員等によ
る心のケアの相談体制の充実を図ります。
○健康増進センターを活動拠点に積極的な健康づ
くり活動を展開し、さらに、健康づくり事業の
基本である一次予防としての健康教育、健康相
談の場を市民とともに市内全域に広め、市民が
いきいき明るく生活できるよう、地域での学習
会や話し合いにより方策を検討、共有しながら
実践していきます。

○健康診査により健康管理を行うとともに、その
結果から生活習慣を見直すきめ細かな栄養、運
動、休養指導を行うため、個人を大切にした保
健サービスを体系的・総合的に提供するよう努
めます。
○閉じこもり予防、介護予防を推進するため、高
齢者に対する訪問指導、生きがい対応型デイサ
ービス、地域でのミニデイケア等のサービスを
提供していきます。
○昭和63年度から進めている「寝たきり0（ゼロ）
の町づくり」を目標に、8020運動等歯科保健
の意識向上も含めた栄養改善、運動普及活動を
実践し、「寝たきりにならない」「寝たきりにさ
せない」を柱とし保健医療福祉ネットワークに
よる体系的な健康づくりを進めます。

（健康づくり組織の育成）
○地域ぐるみの健康づくりシステムの確立と統合
化を目指し、保健福祉推進協議会を中核に、そ
の傘下に在宅ケア推進部会、歯科保健部会に加
え、すこやかな加西っ子づくりを推進する部会
を設置します。また、食生活改善推進員や運動
普及推進員による食生活の改善、運動普及の推
進を目的とした成人保健部会を設置し、健康づ
くり体制を構築するとともに組織の充実を図り
ます。

（あったか友愛訪問活動の推進）
○隣保の中での声かけ、安否確認等、住民の自主
的な活動であるあったか友愛訪問活動を通し
て、地域ぐるみの健康意識高揚を促進します。
市内全域でこの取り組みが推進できるよう環境
整備に努めます。

（ごはんを食べよう運動の推進）
○健康づくりの基礎は、きちんとした栄養・食生
活からはじまります。米を中心とした四季折々
の食品の組み合わせにより栄養的にバランスの
とれた「日本型食生活」を啓蒙・実践し、高血
圧、糖尿病、心疾患等の生活習慣病をはじめ、
幼児・学童期の肥満等の防止を図ります。

2. 医療の充実
〈基本方向〉
○高度化、多様化する医療需要に対応する医療施
設の整備と医療施設間の連携を促進し、体系的
な医療供給体制の確立を図ります。
○今後、高齢者の増加や介護医療の需要の増大に
対応するため、高齢者医療および在宅医療の充
実を推進します。

（加西病院の施設整備）
○市立加西病院は、建築後25年以上が経過して
おり、患者の快適な療養環境を実現する施設・
設備や情報システムの整備が必要となっていま
す。既存病棟西側に病棟を増築し、病棟を順次
移転しながら既存棟の改修工事を実施します。
○感染症新法の施行により、東播磨内陸圏域内で
は市立加西病院がコレラ、細菌性赤痢等に対処
する医療機関として指定を受けました。感染症
医療については、隔絶された病院で提供される
べきものではなく、一般病院の中で必要な治療
を行うとの法の主旨に基づき、既存病棟の環境
改善とともに、感染症受入れ施設の整備改善を
図ります。

（高次医療、包括医療の推進）
○市立加西病院に高度医療設備を配備し、専門的
でより質の高い医療技術が提供できるよう努め
るとともに、地域診療所との連携を深め、地域
の総合病院としての役割を果たします。また、
疾病予防から在宅医療まで、医療・看護・保
健・福祉面での必要な援助を行う市立加西病院
地域医療室の充実を図り、個人に合った医療の
提供に努めます。

（救急医療体制の整備）
○現場での迅速かつ適切な応急処置ができるよう
救急処置教育を実施するとともに、診療所間等
の連携促進による体制整備に努めます。

健康増進センターでの運動教室

〈施策体系〉

加西病院の施設整備

高次医療、包括医療の推進

医療の充実

救急医療体制の整備

高齢者医療の充実

在宅医療の推進
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生涯を通して心身共に健康で過ごすことは、市民
誰もの願いであり、健康づくりの基礎は、自分らし
く生きていくための健康づくり意識を高めていくこ
とです。
加西市では、健康増進センターを保健事業の活動

拠点として、母子・成人・高齢者の健診や健康相談、
体力づくり事業等を推進し、さらに、市民とともに
考える地域に根ざした健康づくり体制を目指してい
ます。
また、健康づくりにおける市民の多様なニーズに

対応するため、単に健康増進だけでなく、疾病の予
防・診断・治療およびリハビリテーションに至る包
括的な保健医療体制の整備を図るとともに介護予防、
生きがいづくりの推進を図り、保健・医療・福祉が
一体となった総合的な施策を推進します。

◆現況と課題

1. 健康都市づくりの推進
○平成９年度より、母子保健事業が県より移譲さ
れ、健診・相談・事後指導等の実施により、生
涯の健康の基礎づくりを推進しています。
○核家族化の進行により、育児経験者から親とし
ての知識を得る機会が少なくなっているととも
に、育児情報の氾濫などにより、育児不安等が
増大しています。育児ストレスの解消と子ども
の心の安らかな成長・促進を図るため、育児支
援の環境整備等により保健・医療・福祉・教育
等の連携による子育て支援システムを構築して
いく必要があります。
○健康増進センターを活動拠点に、積極的な健康
づくり活動を展開していますが、今後はさらに
住民に身近な公民館や公会堂を利用した健康づ
くりを広げていくことが大切です。
○病類別統計の上位を占める生活習慣病は、生活
習慣の改善によって予防できることより、健康
教育、健康診査等により市民への意識啓発を行
い、個人や地域ぐるみで生活習慣の改善を進め
ていく必要があります。
○寝たきり等を予防するため、地域ぐるみで支え
あう体制づくりを進め、健康寿命を伸ばし、元
気高齢者づくりの推進を図る必要があります。

2. 医療の充実
○医療施設については、病院2ヶ所、診療所が25
ヶ所（うち有床2ヶ所、無床23ヶ所）がありま
す。

○市立加西病院は、市の中核医療機関として重要
な機能を果たしていますが、リハビリテーショ
ン医療の充実、急性期疾患への対応、健康チェ
ックのための人間ドック推進など住民の多様な
ニーズに対応していく必要があります。

○今後、ますます高度化・専門化する医療ニーズ
に対応するため、近隣市町の医療機関や高度医
療専門機関との連携を図る必要があります。

◆施策

1. 健康都市づくりの推進
〈基本方向〉
○市民の最大の願いは、生涯を通じて健康であり
たいということであることから、市民一人ひと
りが自主的に、あるいは社会全体で健康づくり
を行えるような基盤の整備、ライフステージや
疾病に応じたきめ細かな予防対策や、体系的か
つ包括的な保健医療福祉サービスの充実等によ
り、健康都市づくりを推進します。

（保健・医療・福祉のネットワーク化）
○健康増進から疾病予防、治療、リハビリテーシ
ョン、さらに介護予防を含めた一貫した健康づ
くりを保健・医療・福祉の連携のもとに推進し
ます。

○「いきいきはつらつ21プラン－高齢者保健福
祉計画」に基づき、健康づくりに欠かせない生
活支援、生きがい対策を含め、総合的なネット
ワーク化を図ります。

（体系的な健康づくりの推進）
○保健所および学校その他関連分野の連携体制の
もとに、思春期から妊娠、出産、乳幼児期に至
る一貫した母子保健の整備を図ります。

○健全な母性と父性の育成を目指した広報活動、
健康教育、健康管理などを体系的に実施すると
ともに、育児に関する不安や悩みについて市民
が気軽に相談できる窓口を設置し、自信を持っ
て楽しく子育てができるよう支援する等によ
り、すこやかな加西っ子づくりを積極的に推進
します。

町ぐるみ検診

〈施策体系〉

保健・医療・福祉のネットワーク化

体系的な健康づくりの推進

健康都市づくりの推進

健康づくり組織の育成

あったか友愛訪問活動の推進

ごはんを食べよう運動の推進
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地域福祉の目標は、お互いの人権を尊重するとと
もに、障害のある人もない人も、高齢者も若者も、
すべての人が明るく、幸せで、自分のライフスタイ
ルの選択ができ、生きがいを持って住み続けられる
地域の形成にあります。
このため、お互い人権を尊重するとともに、保

健・医療分野と連携し、保健・医療・福祉の一元的
なサービスを提供できるよう、「子どもが健やかに生
まれ育つことのできる社会」「長寿を喜び、健やかで
安心して暮らせる社会」「障害のある人もない人も地
域で共に生活することができる社会」の実現のため、
総合的かつ計画的に地域福祉施策を推進します。

◆現況と課題

1. 人権の尊重
○市民一人ひとりが個人として尊重され、障害者
（児）や高齢者、また子どもや女性も家庭や地
域で安心して生活ができるなど、平和で幸せを
実感できる地域づくりが必要です。

2. 長寿社会対策・高齢者福祉の充実
○本格的な高齢社会を豊かで活力のある社会とす
るために、高齢者が長年培ってきた豊かな知識
や経験を生かして、地域社会で活躍できる環境
を整備する必要があります。
○高齢者を家庭で介護することは、家族にとって
精神的、身体的負担が大きなものになっていま
す。このため、在宅福祉サービスを一層充実さ
せ、高齢者が可能な限り住み慣れた家庭や地域
で安心して暮らしていけるようにする必要があ
ります。
○また、在宅での生活が困難になった場合のため
に、介護施設への入所など施設福祉サービスを
充実する必要があります。

3. すこやかな子育て支援、児童・母子福祉の充実
○加西市においても全国傾向と同様に出生数や合
計特殊出生率（女性が一生の間に産む子どもの

数）が低下しています。

○労働形態の多様化や女性の就労の増加により、
多様な保育サービスを必要とする児童が増加し
ています。こうしたニーズに応えるための子育
て支援や保育所の整備、職員の資質の向上およ
びボランティアの育成支援が必要となっていま
す。
○核家族化の進行により地域における交流が少な
くなり、育児不安や子育てに関する悩みを抱え
る家庭が多くなっています。
○生活の価値観、結婚観、離婚観の変化に伴いひ
とり親家庭が増加し、生計の維持不安や児童の
養育問題が大きな負担となっています。
○母子家庭に対しては、国の制度として、児童扶
養手当の支給、母子福祉資金の貸し付けなどの
他、加西市では、生活相談等を実施しています
が、経済的自立のためには、職業訓練や職場の
斡旋を図る必要があります。
○父子家庭に対し、母子家庭との違いに応じた施
策を講じる必要があります。

4. 障害者（児）福祉の推進
○加西市で身体障害者手帳または療育手帳を所持
している人は、2,023人（平成12年3月）い
ます。現在、身体・知的障害者相談員が障害者
のあらゆる相談に応じ、必要な指導、助言を行
っています。
○障害と障害者に対する正しい理解と認識を深め
るため、行事やメディア等を活用した啓発活動
とともに、福祉教育、体験学習や障害者との交
流を通じた体験啓発を広げていく必要がありま
す。
○障害者が、地域において主体性を持ち自立する
ために、障害者のニーズやライフステージに応
じた各種の在宅福祉サービスの充実や、保健・
医療施策との有機的な連携をとる必要がありま
す。
○障害者が、地域において主体的に生きがいのあ
る生活を送れるよう、文化、社会・経済活動の
支援を図る必要があります。
○施設福祉サービスを希望する人がサービスを受
けられるようにするため、入所施設の計画的な
施設整備を図る必要があります。

○円滑な救急救命体制の確立を図るため、東播磨
地域での救命救急センターの設置を広域市町一
体となって国等に要望し、その実現に努めます。

（高齢者医療の充実）
○適正な医療内容の確保、かかりつけ医制度の推
進、病院間の連携強化、リハビリテーション機
能の充実などにより、高齢者医療の充実を図り
ます。
○痴呆性疾患に対しては、診療所や病院での一般
診療とともに、市立加西病院に設置した東播磨
老人性痴呆疾患センターにおける専門医療相談
および鑑別診断などを活用することで質の高い
医療サービスを提供します。また、保健・福祉
機関と相互に十分連携をとりながら痴呆性高齢
者に対する支援体制を強化します。

（在宅医療の推進）
○脳卒中後遺症や骨関節疾患、神経難病などのた
めに通院がきわめて困難な患者や癌などの末期
状態で在宅療養を希望する患者に対し、診療所
から往診や訪問診察を行い、患者の生活を尊重
しながら在宅での医療を推進します。
○介護保険制度により、在宅医療を念頭において
各種サービスの計画を作成しますが、その窓口
は在宅介護支援センターであることを広く普及
啓発するとともに、医療との連携をさらに進め
ます。

施設名� 施設数� 定員等�

特別養護老人ホーム�

　　　　（介護老人福祉施設）�

ショートステイ専用ベッド�

療養型病床群�

　　　　（介護療養型医療施設）�

ケアハウス�

痴呆性高齢者グループホーム�

デイサービスセンター�

在宅介護支援センター�

高齢者生活福祉センター�

3カ所�

2カ所�

1カ所�

2カ所�

2カ所�

6カ所�

7カ所�

1カ所�

250

50
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90�

18�

83�

－�

10

資料：市民福祉部�

■老人福祉施設の整備状況平成13年2月現在�
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―介護サービスの質的向上―
○在宅サービスについては、予防に重点を置いた
サービスが提供できるよう、スタッフの専門職
としての資質向上、高い倫理性と個人のプライ
バシーの尊重を徹底します。

―介護予防の推進―
○要介護になる前の段階で食い止める介護予防と
して、在宅介護支援センターとの連携による生
活支援や閉じこもり防止を進め、住民主体によ
る小地域福祉活動と一体となった取り組みを進
めます。

―痴呆性高齢者対策の推進―
○痴呆性高齢者対策は、加西市にとっても大きな
課題です。医学的にも究明されていないところ
もあり、処遇の専門性が高まるよう市立加西病
院内東播磨老人性痴呆疾患センターとの連携強
化によるサービスの充実に努めます。

―地域介護支援体制の確立―
○地域のボランティアを中心として高齢者を地域
全体で支える地域ケア体制の構築を図り、高齢
者の問題が地域での支え合いの中から早期発見
され、民生児童委員等を通じ、市の窓口である
「あったか相談窓口」に連絡されるシステムの
確立に努めます。

（施設福祉の充実）
○高齢者の心身の状況などに応じて適切な生活や
療養の場を提供するとともに、介護保険制度に
おけるサービス提供施設となる特別養護老人ホ
ーム、老人保健施設や介護療養型医療施設の一
層の充実を進めます。
○施設サービスにおいては、高齢者が尊厳を保っ
て心豊かな暮らしができるよう事業者およびケ
アマネージャーとの連絡調整を密にし、介護サ
ービスに関する情報を共有するとともに問題解
決方策等を検討し合い意識や資質の向上に努め
ます。
○各施設においては、ボランティアの受け入れや
世代間交流会の開催など、地域に開かれた施設
となるよう努めます。
○老人福祉施設等に対する市民オンブズマン的人
材を育成し、利用者と事業者の間に立った相談
活動を行い、円滑な施設運営の確保に努めると
ともに、入所者の処遇等の充実を図ります。

（保健・医療・福祉の連携）
○介護保険制度の下において、より良いサービス
を供給するため、保健・医療・福祉関係者が要
介護者の診療経過やサービス受給内容に関する
情報の共有・一元化を図り、その活用を促進し
ます。
○医療機関、介護サービス事業者、在宅介護支援
センター、市保健福祉担当などの関係者が連携

し、お互いの活動内容を理解し合い、横断的な
協力連携を図るとともに、ケアマネジメントの
技術向上に努めます。

（安全・快適な生活環境の推進）
○日常生活を営むのに支障のある高齢者が、住み
慣れた住宅で自立した生活ができるよう、自宅
のトイレや風呂の改造、手すりの取付け、段差
の解消など、住宅改修・改造や車椅子等の福祉
用具の給付・貸与等のサービスが推進できるよ
う介護支援専門員の研修を図ります。
○在宅ひとり暮らし高齢者等の安全を守るため、
緊急通報システムを整備し、消防本部との連携
のもと、急病・事故等の緊急時に備えます。
○痴呆性老人の生活環境の向上を図るため、介護
者の支援、地域コミュニティへの啓発等により、
正しい理解および対応方法を普及します。

3. すこやかな子育て支援、児童・母子福祉の充実
〈基本方向〉
○「エンゼルプラン」に基づき、安心して子ども
を生み育てる環境づくりを社会全体で支援でき
る体制を推進します。
○要保護児童やひとり親家庭などに対して、児童
福祉の充実を図ります。

（子育て支援サービス等の充実）
○女性の就労の増加等により多様化する保育ニー
ズに応えるため、低年齢児保育や延長保育等の
多機能化を目指した保育を進めます。また、保
育ニーズに沿った施設整備や職員の資質向上を

◆施策

1. 人権の尊重
〈基本方向〉
○障害者・高齢者をはじめ、子どもから成人すべ
ての市民の人権が尊重され、生涯にわたって生
きがいを見出せる、差別のない平等で明るい地
域社会の実現を目指すため、人権意識の高揚を
図ります。

（人権意識の高揚）
○差別や偏見のない社会に向けて、人権教育の徹
底、地域における指導者の育成など市民と行政
とが一体となった啓発活動を推進し、人権意識
の高揚と人権尊重の精神を確立するとともに、
社会を明るくする運動とも連携を図り、明るい
社会の実現に努めます。
○ストーカーによる被害や幼児虐待などを未然に
防ぐため、加西警察署や加西保健所等の機関、
並びに社人権擁護委員協議会加西部会との連携
を促進し、人権問題に関する相談業務の充実に
努めます。

2. 長寿社会対策・高齢者福祉の充実
〈基本方向〉
○高齢者が長年培ってきた人生経験の活用や世代
間交流の場を整備し、社会参加、生涯学習など
の生きがいづくりを積極的に推進し、人生８０
年時代のライフプランづくりを応援します。ま
た、いつでも、どこでも、誰でも安心して気軽
に福祉・保健・医療の一元的なサービスが受け
られる体制づくりを目指します。
○高齢者が住み慣れた地域社会の中で安全で快適
な生活を送り、地域全体で支え合う基盤づくり

を目指します。

（生きがい対策の推進）
○長寿社会にふさわしい高齢者観についての市民
の意識改革を図ります。

○本格的な長寿社会を迎える中で、生きがい・健
康づくりによる元気な高齢者をより多く確保し
ていくことは、明るく豊かな地域社会を築く上
で、極めて重要であり、雇用促進、社会参加、
生涯学習など広範な分野で活躍できる、活力あ
る高齢者像の構築を目指します。

○高齢者が社会の重要な一員として生きがいを持
って活躍できるよう、高齢者大学等の充実を図
るとともに、老人クラブや自主グループ活動を
促進し、ボランティア活動をはじめとした社会
参加活動を促進します。

○高齢者が長年培ってきた知識・経験を生かし、
意欲と能力に応じた雇用・就業の機の確保を図
るため、シルバー人材センター等による職業紹
介を推進します。

○高齢者だけでなく市民みんなに豊かで活力あふ
れる長寿社会づくりに向けての理解と認識の醸
成のため、世代間交流事業やあったか推進のつ
どい等の活動を展開します。

○地域における高齢者の交流、各種社会活動、健
康増進などの諸活動を支援するため、健康福祉
会館等でのイベントを充実し、機会の提供に努
めます。

（高齢者保健福祉の推進）
―介護サービスの基盤整備―
○介護保険事業計画に基づき、整備目標を定めて
計画的な事業展開を図ります。特に、高齢者が
介護を要する状態になっても、できる限り住み
慣れた地域や家庭で自立した生活ができるよ
う、社会福祉協議会の総合介護センターの充実
を図るとともに、民間による在宅サービス、施
設サービスの整備充実を一層進めます。

障害者手帳、療育手帳持者数の推移�
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〈施策体系〉

人権意識の高揚

人権の尊重

〈施策体系〉

生きがい対策の推進

長寿社会対策・高齢者福祉の充実

介護サービスの基盤整備

介護サービス質的向上

介護予防の推進

痴呆性高齢者対策の推進

地域介護支援体制の確立

施設福祉の充実

保健・医療・福祉の連携

安全・快適な生活環境の推進

高齢者保健福祉の推進

〈施策体系〉

子育て支援サービス等の充実

子育て期の不安解消対策の推進

すこやかな子育て支援、児童・母子福祉
の充実

子育てを支援する社会環境の充実

いのちを守る子育て環境の充実

子供の声が聞こえるまちづくりの
推進

ひとり親家庭福祉の充実

児童健全育成の推進
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のある障害者の家庭を訪問して、家事や介護等
を行うホームヘルプサービスの充実に努めま
す。
○重度の障害者を介護している家族が、疾病等に
よって家庭での介護が困難になった場合に、障
害者更生援護施設等で一時的に介護を行うショ
ートステイ事業の充実を図ります。
○通所により創作活動や機能訓練等各種のサービ
スを提供するデイサービス事業の充実に努め、
障害者の自立の促進と生活の改善を図ります。
○在宅の障害者に対し、地域の中で生活力を高め
るため、福祉サービスの利用援助、介護相談お
よび情報の提供等を行う生活支援事業の促進を
図ります。
○地域社会の中で、障害児および知的障害者とそ
の家族を施設の専門機能を使って支援する地域
療育等支援事業を促進します。
○障害者の日常生活の利便を図るため、トイレや
浴槽等の住宅改造の補助等、自立した日常生活
が送れるよう支援します。

（社会参加の促進）
○障害者の就労の機会を確保するため、授産施設
や小規模作業所等福祉的就労の場の拡充を図り
ます。
○障害者の余暇活動を充実させるため、スポー
ツ・レクリエーション活動、文化活動、サーク
ル活動等への参加を促進し、生活の質的向上を
図ります。
○障害者の更生相談をはじめ更生医療、リハビリ
等の充実に努め、就労等社会経済活動への参加
を支援します。
○障害者の自立と社会参加を促進するため、障害
者地域交流事業を行うとともに、視覚、言語、
聴覚、精神に障害を持つ障害者とのコミュニケ
ーションの円滑化を促進します。

図るとともに、家庭、保育所および地域が連携
した社会全体での子育て支援ができる体制の整
備に努めます。
○保護者の就労などにより家庭で十分な保育がで
きない子どもが、保育所で豊かな人間性を持っ
た子どもに育つよう、養護と教育が一体となっ
た保育内容の充実を図りながら計画的な保育を
行います。
○各地域に保育所や小学校施設を活用した児童ク
ラブを増設して、放課後児童対策を推進します。
○育児にかかる諸費用の負担を軽減するため、保
育料の軽減に努めます。

（子育て期の不安解消対策の推進）
○子どもを持ちたい人が安心して子どもを生み育
てることができる環境、子ども自身が健やかに
育つ環境をつくるため、幼児教育学級や子育て
学習センターの活動により、子育て期の不安を
解消する対策を充実に努めます。
○親子、親と子同士の交流の場と機会を充実させ
るとともに、仲良しグル－プ活動等の支援を行
います。
○子育てに関する悩みを持つ人が、相談できる窓
口の創設や、情報交換できるの場の充実に努め
ます。

（子育てを支援する社会環境の充実）
○女性が育児をしながら就労できる職場条件の改
善を図るため、出産・育児に関わる労働条件の
緩和促進と、事業所と従業者双方に対して子育
て理解に向けた意識啓発を推進します。

（いのちを守る子育て環境の充実）
○家庭の養育機能の低下から生ずる保護を必要と
する児童や、いじめ、不登校、非行、虐待など、
複雑な現代の人間関係を背景とした多くの問題
に対応するため、相談機関の充実や機関相互の
連携を図り、子どもやその家庭を支援します。
○保護の必要な子どもやその周りの人が容易に相
談できるよう、広報の充実など相談窓口のアク
セス性を高めます。
○予防的カウンセリングなど虐待を未然に防ぐ取
り組みを進めるとともに、早期に保護が受けら
れるよう、子どもを守るネットワークを強化し
ます。

（子供の声が聞こえるまちづくりの推進）
○子育て世代が、加西に住みたい、加西で子育て
をしたいと思えるような都市基盤整備を推進し
ます。
○子どもを連れて安心してまちに出かけられる安
全・快適な環境づくりを推進します。

（ひとり親家庭福祉の充実）
○ひとり親家庭の福祉の増進と生活意欲の助長を
図るため、相談体制の整備と経済的自立の援助

施策を推進します。
○特に、母子家庭は、生活基盤が不安定な場合が
多いことから、生活の安定と自立促進のための
経済的支援を推進します。

（児童健全育成の推進）
○地域社会において子ども同士がふれあう場や多
様な経験ができる場を提供します。

○女性の就労と子育ての両立支援を図る観点か
ら、昼間保護者のいない小学校低学年児童等の
健全育成のため、小学校、幼稚園、保育所等で
放課後児童対策を充実します。

4. 障害者（児）福祉の推進
〈基本方向〉
○障害者施策の基本は、障害のある人もない人も
共に生活し活動する「ノーマライゼーション」
の理念のもと「完全参加と平等」を実現するこ
とであり、新たな時代のニーズに対応した諸施
策を推進します。

（啓発活動の推進）
○障害者問題の啓発は、幼少時から行うのが効果
的であるため、心の輪を広げる体験作文や障害
者の日のポスター募集を行うとともに、小中高
生を主な対象とした障害体験学習を実施しま
す。

○障害のある人とない人が相互交流により理解を
深められるよう、各地域での街頭啓発、文化・
スポーツイベントなど各種行事での健常者との
体験交流を促進します。

○障害者のニーズに合った分かりやすい情報提供
の配慮および広く市民への啓発を行います。

（福祉施設の充実）
○障害の重度化・重複化および障害者の高齢化に
対応した施設整備を促進します。

○施設整備については、柔軟で独自性のある施設
運営が期待できる民間（社会福祉法人）による
整備を促進し、運営に対する支援を行います。

○障害者に対し、治療および生活訓練等必要な知
識を修得させる入所・通所施設の整備を進めま
す。

○施設の持つ専門性を活用しつつ、地域における
在宅福祉サービス機能の充実を促進します。

（介護体制の充実）
○心身上の障害等のため日常生活を営むのに支障

〈施策体系〉

啓発活動の推進

福祉施設の充実

障害者（児）福祉の推進

介護体制の充実

社会参加の促進
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2. 福祉を支える人づくりの推進
〈基本方向〉
○ボランティア活動等の充実とネットワークの形
成を図り、地域を支える組織体制の充実強化を
図るとともに、「いつでも、どこでも、誰でも、
気軽に」参加できるよう十分な基盤整備を進め
ます。
○ホームヘルパー、看護婦（士）、理学療法士、
作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛
生士等の保健・医療・福祉マンパワーを各種専
門学校とも連携して確保するとともに、人材の
育成・確保を図るため、魅力ある職場づくり、
研修の充実、潜在的人材の活用等に努めます。

（参加型社会福祉の推進）
○ボランティアが気軽に活動できるような拠点の
整備を図るとともに、ボランティアの発掘やニ
ーズ等の需給の調整がスムーズに行えるよう努
めます。
○新しい時代に対応した民生委員、児童委員活動
を展開するため、種々の研修事業や地域へのＰ
Ｒ等を通じて活動の推進を図ります。
○企業等による自主的な社会貢献活動や、労働組
合・従業員によるボランティア活動が拡大して
いくように、こうした取り組みをする企業等が
評価される土壌を形成していきます。

（社会福祉団体の充実強化）
○在宅福祉サービスの開発実施や、地域住民が主
体となった地域福祉活動の推進に大きな役割を
果たし、地域福祉推進の中核である加西市社会
福祉協議会の一層の充実強化を図るとともに、
加西市民生児童委員協議会の充実強化を図りま
す。

（家族介護支援事業の充実）
○家族介護を支える人材の育成を図るとともに、
家庭での看護がよりスムーズに行えるよう、病
気の予防に役立つ知識と家庭での病人の介護の
技術取得についての講習会を行います。さらに、
介護から一時的に解放できる介護者交流事業を
進めます。

3. 社会保障等制度の充実
〈基本方向〉
○介護・医療保険、年金、生活保護などの社会保
障制度について、それぞれの制度の趣旨、目的
に従って円滑な推進に努めます。

（介護保険制度の充実）
○介護保険制度により、高齢者が介護サービスを
適切に選択し、ためらいなく利用できるよう社
会全体の意識改革を推進し、自立のためのサー
ビス活用意識高揚を老人クラブ等を通じて普及
します。
○介護保険制度の普及啓発を図るとともに、介護
認定申請相談、介護サービスに対する相談・苦
情等の相談窓口の充実に努めます。
○公平な要介護認定ができるよう調査員の資質を
高め、サービス面においては居宅介護支援事業
者とサービス事業者の連携強化に努めます。
○在宅介護支援専門員の資質の向上に努め、介護
サービスの効率的な利用促進を図ります。

（年金制度の充実）
○国民年金など公的年金制度の安定的運営のため
に、未加入者・未納者の解消を図り、市民一人
ひとりの将来の年金権の確保と、制度の基盤強
化を図ります。
○各種広報活動を通じ、公的年金制度の意義、役
割の周知・啓発に努めるとともに、各種年金制
度の充実を国に要望します。

（生活保護制度の充実）
○多様なニーズを有する高齢者等の要援護世帯に
ついて、訪問頻度を高めることにより、ニーズ
の把握に努めるとともに、関係機関との連携を
強め在宅福祉サービス等を活用した処遇の充実
を図ります。
○生活困窮世帯の自立助長を促進するため、ケー
スワーカーによる個別指導の徹底を図ります。
○社会福祉協議会、民生委員・児童委員、民生協
力委員などを中心とする地域活動と連携し、あ
らゆる生活相談体制を整備します。

（医療保険・福祉医療制度の充実）
○医療保険制度については、21世紀の本格的少
子高齢化社会においても、誰もが安心して良質
な医療サービスを受けることができるよう、抜
本的な改革が進められており、その方向に充分
注意を図りながら制度の充実を図ります。
○福祉医療制度についても、社会的弱者と呼ばれ
る受給者の精神的・経済的負担を軽減し、受給
者の福祉の向上を図ります。

バリアフリーの時代に対応し、障害者や高齢者に
やさしい安全で円滑に利用できる施設の整備や、社
会参加の仕組みづくりを進めます。また、安心して
生活を送るために必要な介護・医療保険、年金など
の社会保障制度等の充実など地域福祉を支える基盤
整備を推進します。

◆現況と課題

1. 福祉のまちづくりの推進
○障害者や高齢者をはじめとするすべての人が自
らの意志で自由に行動し、共に地域社会で快適
に暮らすためには、現状では道路、建築物等に
おける段差などハード面、ソフト面での様々な
バリア（障壁）があります。
○このため、生活環境面の整備を進めるとともに、
行政、事業者および市民が一体となって福祉の
まちづくりを推進し、共に生き、共に支え合う
社会を構築する必要があります。

2. 福祉を支える人づくりの推進
○高齢化・少子化・核家族化の進展やライフスタ
イルの変化等により、家庭での子育てや介護機
能がぜい弱化する一方、これらの社会背景を受
けて、福祉サービスに対するニーズは、ますま
す高度化・多様化しながら増大しています。こ
のため、公的施策としての地域福祉を支える人
材の育成、確保等はもちろん、地域社会を基盤
とした市民の自主的な参加による福祉サービス
を積極的に推進し、介護や子育てについて社会
全体が支えていくシステムを構築する必要があ
ります。
○加西市における福祉関係のボランティアの数は
年々増加していますが、ボランティア団体は地
域社会において民間福祉活動を支える大きな役
割を果たしています。また、ボランティア活動
に参加意欲がありながら潜在化しているケース
もあり、これらの方々の発掘や育成に努める必
要があります。
○社会福祉協議会では、日頃家庭で介護している
介護者のため、「介護家族リフレッシュの集い」
を実施しており、今後とも介護者をも含めた精
神面での支援が必要となっています。

3. 社会保障等制度の充実
○介護保険制度により、高齢者の介護サービスは
従来の措置を中心とした仕組みから契約による
仕組みへと大きく変わりました。この「利用者
本位」の仕組みを早期に普及・定着させる必要
があります。

○公的年金制度についても、取り巻く情勢は厳し
いものがありますが、長期的展望に立って安定
した制度として確立する必要があります。

○医療保険、福祉医療制度についても、受給者の
増、少子・高齢化の進展、疾病構造の変化、医
療サービスに対する住民ニーズの多様化等によ
り、医療需要の伸びが大きく、制度自体が崩壊
しかねない危機的状況にあります。

○生活が困窮している市民に対しては、市の福祉
事務所を通じて生活保護制度を適用しており、
ケースワーカー等が自立助長業務を行っていま
す。生活保護世帯、被保護人員は、長期にわた
る景気低迷により徐々に増加傾向にあり、その
処遇の充実が求められています。

○高齢社会への対応および障害者福祉の充実の観
点から、痴呆性高齢者、精神障害者、知的障害
者等の判断能力の不十分な者の保護を図る必要
があります。

◆施策

1. 福祉のまちづくりの推進
〈基本方向〉
○障害者や高齢者をはじめとするすべての人が共
に地域社会で快適に暮らせるために、安全で円
滑に利用しやすい施設の設置を促進します。

○すべての人々にとっての住み良いまちをつくる
ために、ユニバーサルデザインを基本として市
民一人ひとりの理解と認識を深め、共に生き、
支え合い、思いやりに満ちた社会環境をつくり
あげていきます。

（生活環境の整備）
○公共的施設の設置者、管理者に対し、県の福祉
のまちづくり条例の整備基準に適合するよう指
導、要請し、施設の整備を促進します。

○市の施設は、車椅子使用者用トイレ、自動ドア
等を設置するなど段階的に整備を図ります。

○すべての市民が福祉のまちづくりについての理
解を深め、自ら進んでまちづくりにり組むため
の広報・啓発活動、教育活動を実施します。

○障害者や高齢者等が安全で快適に利用できるよ
う配慮された施設の情報をインターネット等に
より提供します。

バリアフリーの事例

〈施策体系〉

生活環境の整備

福祉のまちづくりの推進

〈施策体系〉

参加型社会福祉の推進

社会福祉団体の充実強化

福祉を支える人づくりの推進

家族介護支援事業の充実

〈施策体系〉

介護保険制度の充実

年金制度の充実

社会保障等制度の充実

生活保護制度の充実

医療保険・福祉医療制度の充実

成年後見制度等の活用
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（成年後見制度等の活用）
○判断能力が不十分な痴呆性高齢者、精神障害者
および知的障害者等の保護を図るため、成年後
見制度を積極的に活用します。
○身寄りがない場合など当事者による申立が期待
できない状況にあるものについては、社会福祉
協議会が実施する地域福祉権利擁護事業も含
め、制度の活用を図ります。
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